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独立行政法人の自律性と組織ガバナンス
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はじめに

2001年4月に 57法人で始まった国の独立行政

法人制度は.2003年12月現在で92法人にまで拡

大している(1)0 2004年4月からは，国立病院の機

構化や各国立大学の法人化(国立大学法人)が始

まったのに加え，地方独立行政法人法の施行によ

り，地方自治体でも試験研究機関や公営企業等の

独立行政法人化が可能となった。

独立行政法人制度は，中央省庁等の改革の柱と

して行政改革会議の最終報告(1997年12月)を受

けて創設された。同報告では，制度創設の基本理

念として「国民のニーズに即応した効率的な行政

サービスの提供等を実現する，という行政改革の

基本理念を実現するため，政策の企画立案機能と

実施機能とを分離し，事務・事業の内容・性質に

応じて最も適切な組織・運営の形態を追求すると

ともに，実施部門のうち一定の事務・事業につい

て，事務・事業の垂直的減量を推進しつつ，効率

性の向上，質の向上及び透明性の確保を図るため，

独立の法人格を有する「独立行政法人」を設立す

る」と述べている。これに基づき，独立行政法人

制度は，国の事前関与をできるだけ排除して自律

的な組織・業務運営を可能にするとともに，業務

の結果を評価・改善する事後評価を柱とする仕組

みを導入し，国民の求める成果の達成を重視する

制度への移行を図ることを目指している。

独立行政法人制度は，今後更なる拡大の方向が

模索されている一方で，発足して 3年が経過し，

はじめて中期計画自体の事後評価を受ける独立行

政法人(教員研修センター)が発生するなど新し

い段階に入りつつある。行政改革の基本理念どお

り国民のニーズに即応した効率的な行政サービス

を提供するための有効なツールとなっているのか

真価が問われる段階である。その真価の検証に当

たっては，独立行政法人制度導入によってコスト

削減や国の行政の垂直的減量が図られたという能

率性(効率性・経済性)の側面に加え，国の事前

関与・事後評価の質や，固と独立行政法人との両

者間及び独立行政法人内部におけるガパナンス(2)

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

がいかに変化し，独立行政法人の自律性が質と領

域の両面からどこまで高まってきているか，また，

行政サービスの質的改善や独立行政法人制度の透

明性がどこまで進化したかを具体的に検証する必

要がある。

そこで，本論文では，まず第1章で，独立行政

法人制度を検討する上で分析の基礎となる理論を

紹介した上で，第2章で，現行の国の独立行政法

人制度を概観し，ガパナンス形成の企図を理論的

側面から整理する。さらに第3章では，国と独立

行政法人間及び独立行政法人内部におけるガパナ

ンス関係に決定的な影響を与える媒介要因たる財

務会計面と人事管理面を中心に，制度が企図して

いるガパナンスの形成が実際になされているか，

なされていないとすればその理由は何なのかを考

察する。続く第4章では，この考察を踏まえ，独

立行政法人制度が有効に機能するための条件の提

示を試みる。そして最終章の第5章では，筆者が

自治体職員ということもあり，地方自治体におけ

る独立行政法人制度の活用について検討する。

第 1牽検討に当たっての基礎理論

日本の独立行政法人制度の基本となった英国の

エージェンシー制度は，方法論的個人主義の代表

であるオーストリア経済学派のハイエク

(Hayek)の考え方を基本として政策展開した

サッチャ一政権の行政改革で志向されたものであ

る。行政の企画立案部門と執行部門を分離し，個

人主義の基本である '1困」を尊重する視点から最

終的なサービスの受け手に近い執行部門にできる

限り裁量権を移譲することを柱としている。

こうした考え方に対して，そもそも行政の企画

立案機能と執行機能とを明確に役割・責任ともに

分離できるのかという反対意見もある問。実体的

に見た場合，通常の行政組織は，その全部分にお

いて両者の機能が同時に行われていることに特徴

があり(ヘ執行部門と呼ばれる組織でも執行につ

いての企画立案を自ら行うと判断することも可能

だからである。しかし，従来の行政組織は，上部
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組織が決定した規則やルールによって行政サービ

スの提供方法等が基本的に統制され，予算の配分

を行ってもその使途に対して細部にわたる制限を

受け柔軟な対応ができないなど下部組織の裁量の

範囲はかなり限定的な場合が多い。そのため，行

政組織では，全部分で企画立案機能と執行機能の

両者が同時に行われているとしても，その実質的

役割の質は均一ではなく，上下組織関係において

下部組織の企画立案機能はかなり限定的であり，

企画立案における選択肢の抽出と選択決定の幅も

限定的かつ機械的性格を強くする傾向にある。こ

のように下部組織がルールドライブ型体質である

一方で，国民ニーズに係る情報は，第一線で業務

を担っている下部組織の方が豊富に保有し優位性

を持っていることが多く，国民ニーズに遠い位置

にある上部組織がサービスの提供方法等を定める

ことは，情報の非対称性を通じて企画・業務と国

民ニーズの希離を生じさせやすい構造を生み出す

原因となる。そうした議離の深刻化は，行政内部

の目標管理と責任関係を今まで以上に不明確にす

る。したがって，下部組織への諸制約や資源配分

を行ってきた上部組織を企画立案部門，実際に国

民に直接業務を提供している下部組織を執行部門

と位置づけ，両者聞の役割と責任を明確化した上

で，公共サービスとしての質や効率性をガパナン

スする手法を模索する価値は大きいと考える。た

だし，公共サービスに関する下部組織への役割・

責任の移譲をいかなる業務範囲で行うかが重要な

課題となる O この課題を検討することは，従来の

垂直的民主主義の形態に水平的形態を組み込むこ

とと密接な関係を有し，公共性を柱に能率性と民

主主義の関係を再検証することともいえる。

そこで，行政内部の目標管理と責任関係の明確

化を実現するための新たな企画立案部門と執行部

門間の構造とガパナンスは何かをまず普遍的に整

理する必要がある。その普遍的整理において，独

立行政法人制度の前提となる NPM理論 (New

Public Management)を検証しその特性と問題点

を踏まえたうえで，独立行政法人制度を実際に運

営する上で重要な二つの経済理論を整理する。
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第 l節 NPM 理論の検証と独立行政法人制度の

位置付け

NPM理論は， 1980年代以降欧米を中心に行財

政の現場を通じて形成されたマネジメント理論で

ある。 NPM理論は，公共選択学派，方法論的個人

主義を基本としており，厚生経済学派的に政府を

唯一の公共性を追求する無私の主体とは位置づけ

ず，政府といえども自己利益を追求する主体であ

ると認識する。その上で r政府の失敗」を市場に

よって修正可能とする市場原理主義を尊重し，

個々の主体が自己利益の追求に徹することで社会

的便益は最大化すると考える。このため，公的部

門に対して市場原理の中で活動する民間の発想や

経営・管理手法を可能な限り導入することを求め

る(九すなわち，政府の政策に対する市場の優位性

を認め，市場の失敗の方が政府の失敗より社会的

便益を悪化させないと考える。このため，資源配

分は可能な限り市場を通じて実施し，政策的に配

分する機能は小さくする「小さな政府」を志向す

る。

NPM理論の背景となったこの思想は新保守主

義とよばれ，行政の肥大化や非効率体質からの脱

却を課題としていた米国のレーガン政権，英国の

サッチャ一政権における行財政改革の基本的理論

とされた。新保守主義は，政府対市場という基本

構造の中で諸々の政策議論を展開した。それに

よって，国際的には社会主義体制を批判するとと

もに国内ではリベラリズム型の「合意の政治」を

批判し，政府はそこで負の役割を負わされること

となった(6)。

新保守主義の台頭後，社会主義体制は崩壊し，

規制緩和による経済活動の国際化の中で政府の全

能制を強調する意見も説得力が失われた。しかし，

その一方で，政府の機能は実に多様で，かっ，多

様なネットワークが張り巡らされていて，政府と

市場との関係がそれほど単純なものではないこと

が明らかとなり，政府対市場という枠組みは，問

題を見逃す議論の仕方であるとの批判も出てき

た。また，市場メカニズムは常によい結果を保証

するものではないので，それが実現できない場合，



新保守主義の議論は，政治的不満と「怒れる有権

者」を生み出し，政治的な脆弱性を帯びることと

なった(7)。

さらに，新保守主義を実践化した NPM理論で

は，方法論的個人主義を基礎に置くことから個々

の主体の自己利益追求の集積が公益を担保するこ

とに対する普遍的根拠に乏しい点が問題となる。

ルソーが指摘するように，個々の行動の集積が「全

体意志」を示し得ても「一般意志」は示し得ない。

このため，個々の自己利益追求の正当性は根拠付

けられでも，個の集積たる全体の公共性に対する

正当性の根拠付けは難しい。こうした NPM理論

の性格は，実践面にも影響を与える。 NPM理論

は，個別事例からの積み上げ型なので，個別事業

の効率化は実現できても，普遍性に乏しいため，

全体として公共性を低下させたりコスト増大をも

たらす可能性がある。このため，方法論的個人主

義に基づく場合でも個々を結びつけるネットワー

クを否定する「原子個人主義」ではなく，自己利

益を追求する個を基本としながらも，自己利益の

拡大・確保には個々のネットワークを形成しガパ

ナンス機能を発揮させることが不可欠と考えなけ

ればならない。このように「一般意思」の視点か

ら個を繋ぐネットワークを重視し， NPM理論が

抱える問題点を修正した理論として，英国のブレ

ア政権が取り組む PPP(Public Private Partner-

ship)がある (8)0 PPPでは， NPM理論では不十分

であった公共サービスの質的向上を第一の目的に

掲げ，その実現には，公共サービスの提供は行政

によって独占されるべきではないとする・方，公

共サービスの単純な民営化論にも反対し，行政・

企業・住民が並列な関係で協力を進めることを基

本としている。すなわち，公共サービスの主体を

単純に官か民かに区別して捉える主体論ではな

く，行政・企業・住民との間のネットワークを重

視し，互いの関係をいかに形成するかといった関

係論的視点、によって公共性を実現し，公共サービ

スの多様化を進めようとするものである。

日本の独立行政法人制度は，サッチャ一政権の

NPM理論の思考，そしてエージェンシー制度を

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

基礎に形成された制度である。このため， NPM理

論やそのベースにある新保守主義が本質的に持つ

問題点を日本の独立行政法人制度も内包する可能

性がある。独立行政法人の業務は，-国民生活及び

社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施

されることが必要な事務事業であって，国が自ら

主体となって実施する必要のないもののうち，民

間の主体に委ねた場合には必ずしも実施しないお

それがあるもの又はーの主体に独占して行わせる

ものが必要であるものJ (独立行政法人通則法(以

下「通則法J) 2条1項)と規定されており，制度

的には，公共サービスと位置づけられることを前

提として確実な実施を担保されていなければなら

ない。すなわち，市場原理による資源の多様性，

情報・プロセスの透明性を高め，個々の法人経営

の効率性・有効性を向上させるだけでなく，業務

の公共性を担保することと両立させる仕組みが必

要となる。この両立させる仕組みとして，中期目

標・中期計画による事後統制の重視，財政資金た

る運営費交付金と外部資金調達の多様化，非公務

員型の採用による人的資源の多様化などが制度的

に組み込まれている。なお，民営化では，事業，

資本等を民間組織に移行し，提供するサービス自

体を民間サービスと位置づけるため，業務の確実

な実施に対する担保は直接的に排除されることに

なる。

独立行政法人制度を有効に機能させるために

は，個々の独立行政法人の効率性・有効性の追求

や業務の公共性の担保と同時に，独立行政法人の

業務集積の全体が公共性を担保できる仕組みと

なっていることが必要となる。それがない場合，

法人単位での効率性・有効性は確保できても，全

体としての合成の誤謬を生じさせ政策全体の効率

性・有効性を確保することが困難となる。サッ

チャ一政権が基本とした原子個人主義は別として

個人主義では，自己利益を追求する個を基本とし

ながらも，個々の活動の相互関係をいかに形成す

るか，いわゆる「ネットワーク・ガパナンス」の

形成によって公共性を担保することが重要とな

る。独立行政法人を中心とするネットワーク・ガ
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パナンスは大きく二つに分けられる。第一は，独

立行政法人と主務省庁を中心とした外部とのネッ

トワークに関するガパナンス問題，第二は，独立

行政法人内部のネットワークに関するガパナンス

問題である。そこで，本論文ではこの双方に焦点

をあてて検証したしミ。まず，独立行政法人と主務

省庁とのネットワーク・ガパナンス関係を検証す

る基本となる「エージェント理論」を，その後，

独立行政法人内部のネットワーク・ガパナンス関

係を検証する基本となる 'X 効率理論」を整理

する。

第2節エージェント理論

一人の人聞が，何らかの用役を自らに代わって

遂行させるべく他の人間と契約関係があるとき，

二人の聞にプリンシパル(委託者)とエージェン

ト(受託者)の関係が形成される。特にプリンシ

パルからエージェントが何らかの意思決定権限の

委譲を受ける場合，その構造や影響を経済学的な

視点から明らかにするのが，新制度派経済学の

エージェント理論である(9)。

エージェントがプリンシパルの代理人として意

思決定を行い実行に移すとき，エージェントのと

る行動がプリンシパルからみて最も有効なものと

は限らない。なぜなら，エージェントに自由裁量

の余地がある以上，プリンシパルとの関係を維持

可能な範囲においてエージェント自身の利害に最

も忠実な行動をとるのが自然だからである。した

がって，プリンシパルの立場からは，プリンシパ

ルの利害に沿うような行動をいかに多くエージェ

ントにとらせるかその動機付けとモニタリング関

係の形成が重要な課題となる。独立行政法人の場

合，民間領域でのプリンシパルとエージェントの

関係において整理すべき事項に加え，公共サービ

スそして財政資金に関する国民への責任関係の形

成という第三の軸が存在する。プリンシパルたる

主務省庁とエージェントたる独立行政法人の国民

に対する責任構造の問題は，最終的に水平的民主

主義の在り方にも波及する問題である。

加えて，プリンシパルとエージェント聞に生じ
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る情報の非対称状況の常態化が重要な問題点とな

る。情報の非対称性の存在は，動機付けやモニタ

リング関係の有用性に対して決定的な影響を与え

る。情報の非対称性を抱えたままでは，プリンシ

パル側のエージェントに対する必要資源の量・質

の確保に関する責務を不明確にする一方で、，プリ

ンシパルの情報不足を自己便宜的にエージェント

が利用する，いわゆる「モラル・ハザード」の危

険が生じ，資源の効率的な利用と配分ができなく

なるなどの状況を生み出す。モラル・ハザードの

危険性は，エージェントの行動の自由度が大きい

ほど，またプリンシパルのコントロールの可能性

が低いほど大きくなる。一方で，プリンシパルの

コントロール力を高くしエージェントの自由度を

強く制約すれば，プリンシパルの直接行為あるい

は請負型外部委託方式で展開した方がリスク，コ

ストともに低下する場合も存在する。

こうしたエージェント関係に存在するパラドッ

クスを解決するには，第一に，インセンティプ・

システム等により双方の利害を可能な限り一本化

することが考えられる。例えば，成果に従って管

理者の報酬を変化させるなど，成果への参加を通

じて両者の聞の利害を一本化する関係を形成する

ことである。しかし，主体を異にする両者の利害

をネットワーク・ガパナンスだけで完全に一致さ

せることは困難であり，相対的に情報の非対称性

を克服する手段に過ぎない。

第二は，外部監査，外部評価システムの導入と

その前提となるデータとデータベースの質的普遍

化である。例えば，プリンシパルとエージェント

そして外部監査者，外部評価者に共有可能なデー

タとして原価計算システムや簿記システム，報告

システムなどを構築することは，外部ネットワー

クからのガパナンスを通じてプリンシパルとエー

ジェントの情報非対称の緩和を図る有力な手段と

なる。データやデータベースの質的共有が図られ

ていない状況での外部監査や外部評価等モニタリ

ングの多様化は，プリンシパルとエージェント聞

のガパナンスを混乱させる原因となる o 加えて，

無秩序なモニタリングの形成とコストの増大を生



み，プリンシパルとエージェントの関係を形成し

展開する業務コストがプリンシパル直営による業

務コストを上回り，モデルとしての総効用を低下

させる結果となる点にも留意すべきである。

以上のようなプリンシパルとエージェントの関

係を，行政の企画立案部門と執行部門の関係に応

用したのが独立行政法人制度である。行政の企画

立案部門と執行部門の関係は，プリンシパルと

エージェントの関係であり，企画立案部門におけ

る施策形成や財源配分の質・量の確保に対する責

任，そして執行部門における裁量権の適正執行等

の責任と位置づけることができる。そこで，前述

したインセンティブ・システムにより双方の利害

を可能な限り一本化すること，外部監査，外部評

価システムの導入とその前提となるデータとデー

タベースの質的普遍化に努力することが重要とな

る。そして，こうした関係を透明性高く継続的に

維持するには，企画立案部門と執行部門間での契

約型システムの導入が有効とされる(川。契約型シ

ステムとは，細分化された機能単位ごとに自ら果

たすべき目標を明らかにし，それに対する評価が

実施され，達成度に基づいて次の資源配分が論じ

られるシステムである。これにより，行政内部の

役割分担と責任の外部透明性を高めると同時に，

企画立案部門と執行部門における前向きな緊張関

係を強め，相互に説明責任を果たす中で機能の改

善に努力することになる。また，契約型システム

は，目標に対する達成度など事後評価を重視する

傾向が高まるためミッションドライフ.型のガパナ

ンス形成を可能とし，執行部門の自由度を高める

目的とも重なる。特に行政では，民間に比べ，こ

れまで事後評価による意思決定や財源配分という

ことを行ってこなかった。加えて，他者との対立

や責任を回避するため，意思決定の評価軸を明ら

かにしない傾向も強い。契約型システムは，行政

のこうした実態を是正し，新たな意思決定のルー

ルを定着させるものである o ただし，独立行政法

人制度の場合，公共サービスの提供において契約

型システムでいかなる範囲のいかなる責任をプリ

ンシパルたる主務省庁と独立行政法人で負荷し分

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

配するか，水平的民主主義の問題に充分に配慮、し

ながら整理する必要がある。

第3節 Xー効率理論

エージェント理論がプリンシパルとエージェン

トのネットワーク・ガパナンスをいかに形成する

かの問題意識を中心とするのに対して， x-効率
理論は組織内部の資源活用の効率性を問題意識の

中心とする (11)0 X一効率理論は，経済学者のライ

ベンシュタイン (H.Leibenstein)が提唱した理論

であり，与えられた資源を最大限効率的に利用し

ているかを，資源配分の効率性問題と区別して認

識しているのが特徴である。 X 効率理論の問題

意識は，効率的に行動することができない組織の

原因はどこにあるかという点にある。 x-効率理
論は，組織に配分された人材，資金，設備，情報

等の資源の質や量の善し悪しは第一義的に問題と

しない。質や量は所与として受け止め，与えられ

た資源を最大限活用しているかどうか，そこに未

利用な部分がないかを検証する。したがって，x-
効率理論では，エージェント理論で問題となった

プリンシパルの資源配分に関する責任が明確化し

ていることを前提とする。、x"という言葉は，非
効率の原因を特定できていない「未知」を意味す

る。ライベンシュタインは，組織を構成する人間

の心理面が組織の活動や業績に影響を与えるた

め，非効率性の発生原因となる心理的要因が解明

できれば組織は効率的に行動することが可能であ

るとしている。すなわち，投入資源が適切かつ効

率的に使用されているか否かは，資源を活用する

組織で活動する人間の行動様式で大きく左右され

る。この人間行動には，意思決定とその前提とな

るデータ，データベースに関する情報処理モデル

のあり方も含まれることになる。

組織における資源活用の未知の非効率であるい

わゆる 'x非効率」が深刻化する要因としては，
大きく二つの点が指摘できる。第ーは，組織の活

動範囲が拡大し事業の多元化が進んだ場合であ

る。多元化した組織の中では情報処理モデ、ノレが轄

鞍し'情報が偏在しやすく，統ーした目的による行
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動ではなく，内部組織の自己利益的便宜主義が高

まり，全体として投入資源の適切活用が低下する。

内部組織の自己利益的便宜主義は，次に述べる縦

割り構造と重なり合い，組織全体に合成の誤謬を

もたらし，組織内外のネットワーク・ガパナンス

を劣化させる原因となる。第二は，組織が異なる

分野の専門家グループで構成され，それぞれが異

なる目的で活動する場合(縦割り構造)である。

こうした組織では，縦割り構造ごとの個別の目的

を追求する行動，いわゆる便宜主義がさらに強ま

り，組織全体の目的形成あるいは共有認識が空洞

化しやすくなる。その結果，当該組織は統一され

た目的や動機付けに基づく行動様式を失い，組織

全体として目標成果型の管理が消滅した状態に陥

る。

さらに， X非効率を一層深刻化させる具体的要

因としては，第一に，組織構成員の地位が独占的

で自己利益に走ること，第二に，組織構成員の権

限階層の数が多く，組織全体の目的が形骸化する

こと，第三に，組織構成員の作業や成果に対する

数量的把握が困難であり，差異を認識できずその

是正方策が形成できないことが挙げられる。こう

した性格を持つ組織形態が固定化されることで，

投下資源の非効率な比率を高めることになる。

X非効率を深刻化させないためには，自己利益

の追求を生み出す便宜主義や利己的裁量権を抑制

しなければならない。マニュアル化は具体的手法

の一つである。しかし，マニュアル化により便宜

主義や利己的裁量権を過度に抑制することは，創

意工夫能力や自立思考を軽視し，形式的な組織へ

の忠誠心や集団従属を重視する思考に傾斜させや

すい。そのことは，従来の行政組織にみられるルー

ルドライブ型コントロールに回帰する動きを強め

るとともに，創意工夫を抑制することから，サー

ビスの質を向上させ多彩なニーズに対応する柔軟

性を持たせることの障害となる。したがって， X

非効率を克服するには，便宜主義や利己的裁量権

を当然とみなした上で，それらがX非効率の拡大

に対してもたらす要素を抑制する方向で取り組む

必要がある。
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行政組織は，①公共政策の独占的執行・供給権

限を公的に付与されており独占事業体であるこ

と，②倒産の心配がないこと，③多元化した組織

であること，④事務ばた，技術ばた等のいわゆる

「畑」が存在すること，⑤アウトプットの価値の測

定・評価が困難なこと，⑥収入の主要な源泉がそ

れ自身の事業ではないことといった特性があり，

X非効率が深刻化しやすい組織形態にある(問。そ

こで，行財政改革においてX非効率を是正する取

組みが重要となる。今日の行財政改革では，効率

化を人員削減や財政支出の絞込みといった手法で

実現しようとする。しかし， X非効率は組織内部

の行動様式によってもたらされており，数量的ス

リム化に向けた努力を行っても，組織内部の行動

様式が改善されない限り規模に比例した未知の非

効率は残り続ける結果となる。したがって，未知

の非効率克服には，人事制度の改善，目標を数値

化するための定量的分析手法の開発，予算・会計

制度の見直し等を通じて，組織のガパナンスと行

動様式をいかに変えていけるかが重要な課題とな

る。

第2章 国の独立行政法人の制度

本章では，前章で整理した基本的理論を踏まえ

現行の独立行政法人制度の実態を検証する前提と

して，国の独立行政法人制度自体について，業務

運営の流れ，財務会計，人事管理の順にその具体

的特徴を整理する。その際，エージェント理論と

X一効率理論を踏まえつつ，独立行政法人制度が

どのようなガパナンスの形成を企図しているのか

を検証する。特に財務会計と人事管理に焦点をお

くのは，独立行政法人内外のネットワーク・ガパ

ナンスに対して，予算編成と執行，人の資源配分

という媒介要因が極めて大きな影響を及ぼすから

である。

第 l節業務運営の流れ

独立行政法人制度では，独立行政法人の自主性

を尊重した業務運営が最大限行われるように，



様々な工夫がなされている。代表的な仕組みが，

「目標→計画→評価」を基本とする目標管理であ

る。具体的には，主務大臣から独立行政法人に対

し 3~5 年の期聞において達成すべき業務運営に

関する中期目標が指示され，独立行政法人は当該

中期目標を達成するための中期計画を自主的に作

成し主務大臣の認可を受ける。独立行政法人は中

期計画に基づき年度計画も定めるが，これは主務

大臣への届出で済む。このように独立行政法人は，

中期計画や年度計画に基づいて業務運営を行うこ

とで自主性・自律性を発揮するとともに，事後的

に第三者たる評価委員会による評価を受けその後

の業務運営に反映させることで，業務運営の効率

性・有効性の向上を担保することとなっている。

エージェント理論では，目標設定と評価を基本

とする契約型システムへ移行することが重要な要

素である。日本の独立行政法人制度では r目標→

計画→評価」の仕組みを導入することで契約型シ

ステムを具現化している。ただ，日本の中期目標

は，制度上は主務大臣が設定することとなってお

り，自律した主体聞の等距離による相互関係を前

提とした契約型システムとはなっていない。この

点，英国のエージェンシー制度では，日本の中期

目標に当たる枠組協定書は，所管大臣とエージェ

ンシーとが協議の上合意された契約となってい

る山)。この違いは，英国に比べ日本は官僚型権威

体質が強固であり，契約形態による意思決定プロ

セスの透明化が充分浸透していないことに起因す

ると考えられる。中期目標が独立行政法人ではな

く主務大臣が設定することについては，独立行政

法人はこれを受け入れるしかなく，達成が極めて

困難あるいは容易である数値目標が設定されれ

ば，この目標に照らして実績が評価され，誤った

判断を招きかねないといった批判もある(14)。独立

行政法人化自体の政策決定としての妥当性は別と

して，独立行政法人の業務は本来的に閏の事務事

業であるため，主務大臣が中期目標を定める根拠

となるものの，独立行政法人の自主'性への配慮や

情報の非対称性を軽減する目的からすれば，中期

目標設定の際にはあらかじめ独立行政法人の意見

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

を聴くことを通則法の条文上で明示する必要があ

るのではないだろうか。(国立大学法人法では，同

趣旨の規定が設けられている。)ただ，実際の中期

目標の策定プロセスでは，主務省庁と独立行政法

人の担当者とが協議を重ねる中で中期目標を定め

ており，独立行政法人が中期目標原案を作成して

いる例もある(15)。しかし，こうした実態は，中期

目標策定プロセスと責任関係の不明確性をもたら

す危険性があり，法文上明記した上でプロセスの

透明性を図る必要があると考える。

また，独立行政法人の目標設定と評価の関係は，

主従的・直線的ではない。事後評価を主体とする

独立行政法人の評価は，本来，自律性を背景とし

た随意意思によって選択された結果に対する責

任，すなわち「結果責任」である。結果責任は，

第一に原因としての意思，第二に選択された行為，

第三に結果の三層で構成され，これらを総括した

因果責任としての性格を有する(1へしたがって，

原因としての意思と行為の選択にどれだけ自由度

が確保されているかの検証がまず不可欠となる。

また，結果責任は因果責任であることから，結果

としての数値の達成率等が偏重されることは適切

ではない。結果は因果関係の一部であり，結果の

評価は因果評価の必要条件に過ぎない。結果評価

とその結果に至るプロセスの評価が十分に連携

し，目標設定自体の適正性評価にフィードパック

する仕組みの確立が必要となる。加えて，目標の

数値化は，目標達成の手段として位置づげられる

ことが多いものの，事業遂行のガパナンス機能を

重視すべきであり，計画との請離を測定する手段，

そして事業の軌道修正の白主的な意思決定を行う

ための手段としての位置づけを軽視しではならな

い。この場合，事後評価に加え中間評価が重要な

要素として機能することになる。

第2節財務会計制度

独立行政法人の財務会計は，国や地方自治体等

公的部門の財務会計の基本である公会計制度や財

政制度に対して，新たに以下のような制度が取り

入れられている。
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第一は，独立行政法人の会計は，原則として企

業会計によるとされたことである。これまでの公

会計は，現金主義・単式簿記をベースとしてお

り(17)，現金以外で発生する費用を適切な時期に認

識できなかったり，現金総額(フロー情報)は把

握できても，それに対応する収益や現金支出で形

成した資産(ストック情報)を把握できないとい

う問題があった。企業会計では，発生主義・複式

簿記をベースとしているため，経済価値変動の事

実が生じたときに収益・費用を認識できるほか，

フロー情報に加えて，負債や資産といったストッ

ク情報を把握・管理できることとなる。

なお，公会計と企業会計の本質的な違いは，事

前会計か事後会計かにあるけ九事前会計とは，事

前に財務会計の処理において基本となる数値や価

値が確定しており，それに基づいて会計処理を行

う仕組みである。公会計は，議会が議決した予算

に従って財務が執行されているかをチェックする

仕組みであり事前会計である。この意味で，公会

計は財政民主主義を担保する制度といえる。しか

し，公会計で生み出されるデータや情報は，事前

会計の本質として予算を是としていることから，

予算で展開されている資源配分そのものの適正性

や妥当性を判断する情報とはならない。また，結

果に至る因果関係も明確に示し得ない。一方，事

後会計は，事前に数値や価値が確定しておらず，

一定期間の活動に基づく成果を測定し，その結果

に対して価値付けを行う仕組みである。企業会計

は，予算どおりに執行する必要性はなく，年間の

企業活動が環境変化を踏まえて適切に実施された

かを事後的に評価する仕組みであり，決算が重視

されるため事後会計としての特色を有している。

そのため，企業会計で生み出されるデータや情報

は，因果関係等を含む事後評価に適する内容と

なっている。独立行政法人制度は，契約型システ

ムへの移行を目指し事後評価を重視する制度であ

る。したがって，独立行政法人制度を有効に機能

させるためには，公会計では形成し得なかった事

後評価のための会計情報を形成し，その質や量を

拡大させることが大前提となる。
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第二は，剰余金の内部留保化である。公会計制

度では，会計年度独立の原則により，各年度にお

ける経費はその年度の歳入をもって支弁しなけれ

ばならない(財政法 12条)。このため，一且獲得

した予算を使い残した場合，以後の予算が減額さ

れるおそれがある(前年度実績主義)ため年度内

に使い切る消化的執行が存在するとの批判があ

る。そこで，独立行政法人会計では，法人が毎事

業年度の損益計算上の利益を主務大臣の承認を受

けて，中期計画に予め規定された剰余金の使途に

充てることを認めている。独立行政法人の経営努

力により事前の想定を上回って節約したり自己収

入を獲得できた場合には，その利益を原資として

新たな業務活動を行うことができる。こうした仕

組みは，エージェント理論からみた場合，主務省

庁と独立行政法人との聞にインセンティブ・シス

テムを導入したものとして捉えることができる。

経営努力相当額を原資として新たな業務活動がで

きることで独立行政法人にインセンティブが付与

される一方，主務省庁はその額の承認を通じてモ

ニタリング機能を発揮し，双方の利害を可能な限

り一本化する仕組みである。ただ，この仕組みを

機能させるには，公会計の見直しを通じて因果関

係を明確にできる情報の形成が前提となる。

第三は，予算配分における運営費交付金の使途

の弾力化である。独立行政法人は，利益の獲得を

目的とせず，一般的に独立採算性を前提とするも

のではないため，財源として主務大臣から財政資

金たる運営費交付金及び施設費が措置される。独

立行政法人の予算は中期計画の一部であり，財務

大臣の協議を経て主務大臣が認可することとなっ

ているが，経常費用にあたる運営費交付金は，予

算費目としては一本の項目で交付され，固として

は使途の内訳を特定しないこととなっている。そ

のため，独立行政法人は，その執行にあたり国の

事前の関与を受けることなく予定の使途以外に充

てることができ，年度内に使い残しが生じた場合

も中期計画の期間内であれば，翌年度に繰り越す

こともできる。こうした制度は，独立行政法人の

自律性ある業務執行を財源面から担保するものと
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して評価できる。しかし，主務省庁の予算編成及 うち施設費相当分を分けて把握・管理することは

び執行における費目別の積み上げ方式とそれに基 十分可能であると考える。

づく予算執行管理が独立行政法人の財務運営とい

かに連携できるかが大きなポイントとなる。

また，既に述べたようにX 効率理論では，投

下資源を最大限効率的に利用できるかが焦点とな

る。運営費交付金の使途の弾力化は，予算の流用

や翌年度繰越しを可能にすることで，予算執行の

効率化に加え不必要・不適切な支出を減らし，与

えられた予算を効率的かつ有効的に使用できる点

でX非効率を軽減する手段のーっとなる。ただ，

施設に係る経費のうち国の公債発行の対象となる

経費，つまり公共事業費など資本形成とみられる

経費は，施設費補助金として運営費交付金と区別

して措置される。すなわち，運営費交付金は自律

的な財源措置及び使用が認められるが，施設費は

補助金のため使途が定められる上，財源措置も国

の企画立案機能に基づいてなされ，独立行政法人

の裁量の余地は小さい。また，補助金なので補助

金等適正化法の適用も受けることとなる。

施設費補助金と運営費交付金を別にした理由

は，①公費発行対象経費は巨額になる場合が多く，

運営費交付金の中で措置することは，独立行政法

人の財務運営の妨げになること，②財産的基礎を

構築するための財源は，使途を特定して付与され

るべきものであり，使途自由の渡しきりという性

格に馴染み難いものであること，③業務運営に係

る支出と財務的基礎を構築するための支出とは，

そもそも性格が全く異なり，峻別しておくことが

望ましいと考えられることとされている川)。しか

し，施設整備の内容や進捗状況によっては，独立

行政法人の業務運営に大きな支障が生じるおそれ

もあり，独立行政法人が施設整備についても一定

のイニシアチプをとれることが望ましい。独立行

政法人制度が契約型システムを目指す以上，独立

行政法人の自律的な業務運営を財務面からも保障

することが必要であり，施設費についても運営費

交付金に加えて一本化して交付する方法を検討す

べきではなかろうか。施設費を運営費交付金と峻

別することが望ましいとしても，運営費交付金の

第3節人事管理制度

独立行政法人の人事管理制度については，以下

の点が注目される。

第一は，役員の任期制及び解任制度の導入であ

る。国の機関の場合，役員の地位はキャリアの指

定職に当たるが，その在職期間は各省庁の人事の

裁量に委ねられている。また，業績に応じて責任

をとる仕組みも明確になっていない。独立行政法

人制度は，役員の任期を定め，さらに，主務大臣

又は法人の長は，役員に引き続き職務を行わせる

ことが適切でないと認めるときは解任できるとし

た。これは，独立行政法人の業務に関して責任を

果たすべき期間を明確にするとともに，自己責任

原則の徹底を図ったものといえ，組織構成員の独

占的地位を排除するという点でX非効率を軽減す

る手段になるとともに，事後評価を重視するとい

う点で従来型の主務省庁とのネットワーク・ガパ

ナンスに変化をもたらすものと考えられる。

第二は，業績給与制の導入である。国家公務員

の給与構造は，キャリアとノンキャリアで異なる

が，キャリアは課長職まで，ノンキャリアも一定

レベルまでは同時昇給・昇格であり給与に差がつ

かない。そして，キャリアの場合は次長・局長へ

の昇進いかんにより退職金や天下り先が左右され

ること，ノンキャリアの場合は一定レベル以上は

昇進の差で徐々に給与の差がつくことで，それぞ

れのインセンティブを高めるといった長期的な

「積み上げ型褒賞」に特徴があった(2ヘしかし，短

期的には個人の業績や努力は給与に反映されず，

業務執行に関する個人や組織としてのモチベー

ションを高める動機付けとしては限界がある。そ

こで，独立行政法人制度では，役職員の報酬・給

与は，独立行政法人ないしは役職員の業績を反映

したものとされ，短期型の褒賞をとり入れた。こ

のことは，役職員の業務執行に対するインセン

ティブをさらに高める狙いがあるとともに，人材

という資源を有効に活用するという意味におい
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て，X非効率の軽減に結びつくものと考えられる。

ところで，独立行政法人には，国家公務員の身

分の有無により，公務員型と非公務員型がある。

固から独立した法人格をもちながら公務員型を認

める制度設計は，行政改革会議最終報告 (1999年

12月)で r独立行政法人の職員の身分は，原理的

には現行と同じままの国家公務員には相容れない

ものと考える。しかしながら，独立行政法人制度

の創設に伴い，円滑な移行その他諸般の事情にか

んがみ，職員の身分について，国家公務員の身分

を与える」とされ，制度設計者弘行政現場の姿

勢に鑑みた政治的妥協に基づくものであると認め

ている(21)。実際，2002年度までに設立された 59の

独立行政法人のうち非公務員型は 5法人にすぎ

ず，大半が公務員型である(叫。

公務員型も非公務員型も，行政機関の職員の定

員に関する法律で定める定員管理の対象外である

ことから，人員の適正化は図りやすい。しかし，

公務員型では，身分保障があるため職員の職務へ

の緊張感が生じづらいほか，ローパブォーマーを

排除できないため組織全体のモチベーションが高

まらない。給与も，職員の業績を反映できるが，

民間や国家公務員の給与水準をベースとするた

め，非公務員型に比べて弾力的な運用はできず，

職員の業務意欲に対しての動機付けは弱い水準に

とどまる。身分保証や年功序列があることで職員

が安定した行政サービスを提供できるという意見

もある。しかし，こうした主体論的説明ではなく

ネットワーク・ガパナンスの充実によってより質

の高い行政サービスを行うには，職員に職務への

緊張感を一定程度もたせ，能力を引き出す仕組み

の方がよいと考える。組織内の人材の有効活用と

いう点でX非効率を軽減することにも繋がる。固

から独立した法人格をもっメリットを引き出すに

は，非公務員型に統一するのが基本といえよう。

第3章 国の独立仔政法人の現実

前章では，国の独立行政法人の制度を概観して

きた。エージェント理論やX一効率理論からみた
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場合，施設費補助金や公務員型法人の存在など一

部で不十分なところはあるものの，これまでの国

の細部にわたる事前関与・統制というガパナンス

から変革をもたらそうとする様々な工夫が組み込

まれていることが分かつた。本章では，現行制度

を前提として，その運用において制度の理念が国

や独立行政法人に浸透し，自律的な法人運営や

ネットワーク・ガパナンスの形成がどこまで達成

されているかを実態に則して検証し，問題点等を

抽出することにしたい。

第 l節独立行政法人評価の概要

エージェント理論では，モラル・ハザードの克

服のため外部評価の導入が有効であることを述べ

た。また，独立行政法人の財務会計や人事管理の

実態をみるに当たり，総務省や各府省の評価委員

会評価を通じて形成された資料が貴重な判断材料

となる。そこで，以上を踏まえ，独立行政法人評

価制度の概要について整理しておく。

第一に，各府省の独立行政法人評価委員会(以

下「府省評価委J) と総務省の政策評価・独立行政

法人評価委員会(以下「総務省評価委J)とがある。

府省評価委は独立行政法人の業績を直接評価し，

総務省評価委は府省評価委の評価結果を評価す

る。評価を二重に行う意義の一つは評価の中立性

の担保である。各府省評価委の委員の人選は当該

府省が行うため府省にとって都合のいい委員を人

選しがちとなる。また，事務局も府省にあるので

審議が府省主導となりやすい。これにより府省の

お手盛り的な評価になる危険がある。そこで，第

三者の総務省評価委が重ねて評価をすることでこ

の危険を抑制できる。もう一つは専門性・客観性

の担保である。府省評価委は法人業務に精通した

委員が多く，専門的な視野の評価ができる。一方，

総務省評価委は行財政一般に詳しい委員が多く，

他府省所管の評価を相互比較し総合的かっ横断的

な視野からの評価を目的としている。

第二に，毎事業年度の単年度評価と中期目標終

了時点の評価とがある。単年度評価は，当該年度

の業務計画が適切に進められているかを中心とす



る評価であり，中期目標終了時点、の評価は，中期

目標期間の業務実績の全体について業務継続の必

要性や組織の統廃合も含めた評価を行う。ただし，

次期中期目標期間に向けた中期目標期間の最終年

度の評価で，今後の業務継続の必要性や組織の統

廃合も含めた評価を暫定的に行うことや，それ以

外の年度の単年度評価においても，中期目標期間

終了時の評価材料を蓄積していくことが求められ

ている(23)。

第三に，組織評価の要素がある。事業評価は，

個々の業務の目標達成度を評価するものである

が，組織評価は，組織の機能面，行動面を含め，

組織活動全体について効率性，有効性，必要性等

複数の観点から評価するものである。独立行政法

人の中期目標は，-業務運営の効率性J ，-国民に対

して提供するサービスその他の業務の質の向上」

「財務内容の改善J ，-その他業務運営」の 4つの視

点で目標が定められており，それらをうまくバラ

ンスをとりながら，個々の業務だけでなく集合体

である組織活動全体が適切になされているかとい

う観点から評価することが必要となる。

このように，独立行政法人評価は，多面的な視

野からの評価ができるよう様々な工夫がなされて

いる。もちろん，多面的な評価が評価自体の幅醸

性を高め，信頼性や明確性を低下させる要因とな

ること，いかに優れた評価制度を導入しでも，評

価を充実・機能させる周辺部分が整備されていな

ければ機能しないことなどの問題も挙げられる。

例えば，中期目標や中期計画の目標の定量化は，

評価の客観性を担保する上で重要である。しかし，

評価には客観性とともに規範性が求められ

る(刊。規範性とは多面的な評価軸のウエイト付け

を明確にすることであり，この側面を重視した評

価も必要と考えられる。また，評価結果を独立行

政法人の業務や予算にどのように反映させるかも

重要といえる。さらに，留意すべきは，固と独立

行政法人間のネットワーク・ガパナンスの評価が

ないことである。評価制度の導入は，ネットワー

ク・ガパナンスを事前統制型から事後評価型へ移

行させる手段である。しかし，そのネットワーク・

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

ガパナンスが実際にどう変わったかはほとんど検

証されない。そのため，評価制度を導入しでも，

固と独立行政法人を結ぶ別のシステムやプロセス

が変化せず，事実上独立行政法人が裁量権を欠い

たまま業務を行い，それが評価されることもあり

得る。組織や事業の評価とともに，ネットワーク・

ガパナンスの評価を充実させる必要がある。

第2節財務会計画の現実

| 財務会計の効果と課題に関するアンケー卜

本節では，独立行政法人の自律的な運営や固と

のネットワーク・ガパナンスの状況を検証する上

で特に重要な媒介要因である財務会計面について

取り上げる。独立行政法人の財務の評価に当たっ

ては，各府省評価委の評価のほか，総務省評価委

が財務会計の仕組みがその制度趣旨に沿って適切

に運用され，真にその効果を発揮しているかとい

う観点から意見を述べている。そこで，さらにそ

の実態を知るため，筆者は， 2001年4月に独立行

政法人となった 57法人の財務会計担当課を対象

に，-独立行政法人化による財務会計面の効果と課

題についてのアンケート J (以下「筆者アンケー

トJ)を実施した。個人の見解としての回答も含め，

36法人から回答を得た。回収率は 63.2%だった。

質問内容は，独立行政法人化による財務運営の自

律性・弾力性への影響，剰余金の使途に関するこ

と等である。また，回答を得た独立行政法人のう

ち3法人にヒアリングを実施し，より詳しい話を

聞くことができた(2九

まず，-独立行政法人化によって，主務省庁の関

与が制限され，弾力的な財務運営が可能となる仕

組みが導入されたが，そのメリットは感じるか」

の設問に対しては，-かなり感じる」が3法人，-あ

る程度感じる」が27法人，-感じない，これまで

と変わらなしりが 7法人であった(問。独立行政法

人化による財務運営の弾力化について，大半の独

立行政法人が一定の評価を示しているといえる。

ただ，少数ではあるが「感じない，これまでと変

わらない」と回答した法人もあり，その理由を記

述してもらったところ「評価委員会，財務省の関
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与が大きいJ i制限が入口から出口にかわっただ

け」といった，国等との統制のあり方に関する問

題点の指摘が多かった。

次に iかなり感じるJ，iある程度感じるjと答

えた 30法人に i特にどのような点に，メリット

を感じたか」と質問したところ，結果は表 1-1 

のとおりとなった。予算の移用・流用や年度を越

えた繰越しといった運営費交付金による予算執行

の弾力化が実現したことについて，多くの独立行

政法人が評価している。また，重点的な事業に予

算を配分できるという回答も半分以上あり，内部

での予算配分で自律性が発揮しやすくなったとい

える。一方で，経営努力で得た剰余金を使用でき

ることについては，思ったほど評価されていな

かった。その理由は，後で検証することとする。

さらに i今後，独立行政法人がより自律的・弾

力的な財務運営を行うことができるためには，特

に何が改善されるべきと考えるか」と質問したと

ころ，結果は表 1-2のとおりとなった。半数以

上の独立行政法人が該当すると答えた項目はな

かったものの 2法人を除き，何らかの改善すべ

き項目を挙げている。

2 施設費と受託費の問題

表 1-2の結果で，最も多くの独立行政法人が

選択した項目は i施設費の財源措置が，主務省庁

の裁量に委ねられている」であった。施設費補助

金によって財務運営に係る独立行政法人の自律性

が制約されていることへの不満が多いことが分か

る。記述意見でも「施設費が補助金で賄われてい

ることから，中期計画にない突発的事案への対応

が難しく，当該年度での対応が困難になる」との

表1-1 独立行政法人化による財務運営上のメリット (30法人中，複数回答)

回答数 割合

これまでできなかった項目聞における移用・流用が可能になった 23 76.7% 

予算の執行にあたり，年度を越えた繰越しも可能になった 19 63.3% 

経営努力で得た収益を，中期計画で定めた剰余金の使途に使用できるようになった 8 26.7% 

重点的な事業に予算を配分できるようになった 16 53.3% 

自己収入が獲得しやすくなった 11 36.7% 

その他 1 3.3% 

表1-2 自律的な財務運営を行うために改善されるべき点 (36法人中，複数回答)

回答数 割合

毎年度の予算編成時に，事実上，主務省庁等の厳格な査定が行われていること 11 30.6% 

評価委員会の業績評価が単年度評価にもかかわらず，次年度の予算への反映が強く
12 33.3% 

求められること

運営費交付金が毎年度確実に手当てされるよう，国庫債務負担行為として予算に計
9 25.0% 

上する手法がとられていないこと

経営努力による剰余金の使途がほとんど認定されないこと 9 25.0% 

長期借入金が制限されていること 。 。%
施設費の財源措置が，主務省庁の裁量に委ねられていること 15 41.7% 

その他 7 19.4% 

特になし 2 5.6% 
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指摘があった。施設費補助金のもつ問題点につい

ては前章で述べたとおりである。特に，独立行政

法人の業務は，施設整備の内容や進捗状況に左右

されるものも多く，独立行政法人の評価を行う際

は，施設費補助金の措置による業務への影響はな

かったかについても十分考慮する必要がある。

また，表1-2のその他の項目の内容等で，固

からの受託費の割合が高い独立行政法人から，弾

力的な運営ができないJ'受託費を運営費交付金化

してほしいJ'国からの受託費については，単年度

毎の会計処理が必要」といった回答がみられた。

2001年度決算をみると，試験研究機関を中心に受

託収入が収入全体の 2割以上を占める独立行政法

人が57法人中 11法人あり，中には収入の半分以

上が受託収入の法人もあった(2九受託費は，運営

費交付金と異なり，受託業務以外に使用できず使

い残しも繰り越せない。また，ヒアリングした独

立行政法人からは，固と別の法人格になって，毎

年度事業ごとに委託契約を締結しなければなら

ず，契約書や報告書の作成など事務量が増大して

いる状況にあり，かえって業務運営の効率化が損

なわれている」という指摘もあった。

このように，固からの受託費は，独立行政法人

の財務運営の自律性や業務の効率化という点で問

題を生じさせていることが分かる。受託業務は，

単年度では成果が出にくい研究開発が中心であ

り，複数年度に跨る場合が多い。現行法では，国

の長期継続契約は電気・ガス・水道・電気通信役

務に限られており (2ヘ原則複数年度の契約の締結

はできず，受託費の使途の弾力化は難しい。今の

ところ解決策は，固から独立行政法人へ業務を移

管し，受託費を運営費交付金化するのが最善と思

われる。確かに，固からの受託業務は，国の業務

であって独立行政法人の業務とは性格を異にする

ため，当然に移管することは難しいだろう。しか

し，受託業務が本当に国の業務として実施しなけ

ればならないか目的，内容，期間等を再度検証し，

例えば，独立行政法人が本来行っている業務の目

的や内容とも類似し，相当長期にわたることが予

定されている場合には，中期計画等の変更を行い

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

当該独立行政法人に業務を移管して，その費用を

運営費交付金としてもよいのではないだろうか。

3 中期予算の形骸化

独立行政法人の予算は中期計画の一部を構成す

るものである。主務大臣は，評価委員会の意見を

聴くとともに，財務大臣との協議を行った上で独

立行政法人の中期計画の認可を行う。法制度上は，

主務大臣及び、財務大臣の予算への関与は，中期計

画の認可手続きを通じて行われるのみである。中

期計画を各年度に展開した予算は，毎年度の査定

が厳しくならないように認可対象からはずしてい

る。また，年度計画でも当該年度の予算は定めら

れるが，主務大臣への届出で足りる。中期計画の

期間は 3~5 年であるので，単年度予算ではなく，

複数年度予算と書かれている解説書もある(29)。

一方，国の予算は，財政民主主義の下，国会の

議決をもってその成立要件とし，その議決は，毎

会計年度毎に求めなければならない単年度主義に

基づいている。そこで，独立行政法人が中期計画

で複数年度の予算をたてても固からの財源措置が

必要な以上，国の予算の単年度主義との整合が必

要となる。実際，独立行政法人に対する予算措置

は，毎年度主務大臣が予算要求を行い国会の議決

を経なければならず，どのように中期計画で定め

た予算が毎年度担保されるかが問題となる。この

点， 1999年4月に中央省庁等改革推進本部が決定

した中央省庁等改革の推進に関する方針III21 (2) 

では，その具体的方法として 2つの手法が挙げら

れた。手法1は，中期計画で計画期間中の予算措

置の総額を定め，国庫債務負担行為として予算に

計上し各年度予算でこれを具体的に歳出する方

法，手法2は，中期計画で計画期間中の予算額算

定のためのルールや投資計画を定め，各年度の予

算編成でルールの具体的適用や投資計画の実現を

図る方法である。しかし，実際には手法1はとら

れておらず，すべての独立行政法人が手法 2と

なっている。表 1-2の結果では「運営費交付金

が，国庫債務負担行為として予算に計上する手法

がとられていないこと」という回答が25.0%あっ
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た。確かに，手法1の国庫債務負担行為だと，中

期計画で定めた予算措置の総額を限度額として国

が債務を負担することを国会が認めるため，歳出

については毎年度改めて国会の議決が必要なもの

の，予算を担保する手段としては強いと考えられ

る。また，必ずしも年割額を示す必要がなく年度

聞の弾力的な運用も可能である。一方，手法2で

は，中期計画で定めた予算措置の総額は見積もり

以上の意味を持たなくなり，国会の議決もないの

で予算を担保する手段としては手法1に比べ弱い

と考えられる。また，ルールによっては毎年度の

予算がほぽ決まってしまう可能性がある。

そこで，毎年度の運営費交付金の算定方法をみ

ると，法人移行初年度の2001年度は従来の積上げ

方式だったが， 2002年度以降は算定ルールを用い

ている。算定ル-Jレは，主務省庁ごとに若干異な

るものの基本的な考え方は同じであり，前年度の

予算をベースに一定の補正をしたものとなってい

る。農林水産省所管法人を例にとると次のとおり

である。

運営費交付金=(前年度業務経費+前年度一般

管理費)x消費者物価係数×効

率化係数(99%)十人件費一諸収

入±業務の状況に応じて増減す

る経費

人件費=前年度の基本給等x(1+給与改定

率)十退職手当等

これをみると，独立行政法人の毎年度の予算額

が，基本的に前年度ベースで決定してしまうこと

が分かる。さらに，毎年1%の効率化が求められ

るため，マイナス・シーリング方式と大差がない。

このような算定の考え方は，従来の予算編成にお

ける「満足化原則}30)と基本を同じにしている。ま

た，中期計画の予算を，各年度の予算でどう展開

するかを独立行政法人が主体的に決めることがで

きないという問題点がある。

独立行政法人予算は，中期計画期間全体の予算

を定めるだけであり，中期計画以外で主務大臣等

の関与はないのが原則であるから，各年度の予算

は中期計画をペースに独立行政法人が主体的に展
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聞できるのが望ましいと考える。そのためには，

算定ルール方式ではなく，国庫債務負担行為の活

用等により中期計画で示した予算措置の総額の枠

の中で，各年度予算において独立行政法人が目標

や計画の達成のため当該年度に必要と見込まれる

額を要求できる仕組みにすべきと考える。ただし，

予算措置の総額はあらかじめ厳しく設定して不変

なものとし，支出増の場合は，独立行政法人自ら

が財源を手当てすることを原則とする。このこと

が，自己の責任で限られた資源をいかに有効に使

うかということに結びつき， X非効率の軽減や組

織内のガパナンスの変化に寄与すると考える。

また，表1-2の結果で，.毎年度の予算編成時

に，事実上主務省庁の厳格な査定が行われること」

という回答が30.6%あった。予算査定の現状を知

るため，筆者アンケートでは["独立行政法人化以

前と比べ，毎年度の予算編成過程に係る主務省庁

との協議に要するコストは減少したか」という設

聞を設けた。結果は["減少した」が17法人

(47.2%)， ["ほぽ変わらない」が17法人(47.2%)，

「増加した」が2法人 (5.6%)であった。協議コ

ストが従前と変わらないとする法人が半数近い一

方で，減少しているとする法人も半数近くあり，

独立行政法人化以前とは違いも出てきている。そ

こで，.減少した」と回答した複数の独立行政法人

からその理由をヒアリングしたところ，いずれも

「特別な予算要求をしていないので，算定ルールに

より基本的に前年度 1%減の予算は確保でき，

2002年度以降の予算編成の作業は楽になった」と

いう趣旨の内容だった。独立行政法人の業務の状

況が変わらなければ，毎年度の予算査定は減少す

るが，それは，算定ルールにより毎年度の予算が

ほぼ決められているためといえる。また，ヒアリ

ングした独立行政法人は["中期計画最初の年度の

査定は厳しかったJ ，.新規事業の査定は厳しい」と

も述べている。このことからすれば，予算編成過

程に係る主務省庁との協議コストが減少した独立

行政法人でも，予算編成において主務省庁との

ネットワーク・ガパナンスに変化が生じたとまで

はいえないであろう。



4 運営費交付金の収益化の問題

運営費交付金は，年度内に残額が生じた場合，

年度を超えた繰越しが可能となっているため，独

立行政法人が自律的な運営ができるメリットのー

っとされている。運営費交付金の会計処理は，独

特な方法がとられている。運営費交付金は，業務

の財源に当てるものであり，国庫から受領した時

点、では通常その業務はまだ国民に提供されておら

ず，その目的を完遂しているとはいえない。この

ため，負債として計上し業務を実行した時点で収

益に振り替えるという方法である。

収益化の方法は，独立行政法人会計基準(以下

「会計基準J)く注57>で，成果進行型，期間進行型，

費用進行型の3つの手法が示されている。成果進

行型とは，中期計画等で一定の業務と運営費交付

金との対応関係を明らかにし，その対応関係に基

づいて当該業務等の達成度に応じて運営費交付金

を収益化する方法である。これにより，業務未執

行分と経費削減分とが区別され，経費削減分は通

則法44条 1項の積立金としたり，同条3項により

目的積立金として剰余金の使途に充てることがで

きるため，経営の安定化や経営努力の促進に結び

つけることが可能となる。期間進行型とは，業務

の実施と運営費交付金とを期間的に対応させ，期

間の経過によって一定金額を収益化する方法であ

る。これに対し，費用進行型とは，業務と運営費

交付金との対応関係が示されない場合に，業務の

ために費消した部分について，それと同額を負債

から収益に振り替える方法である。これによれば，

費用と収益が結果的に同額となり，この限りでは

利益は発生しない。費用進行型は，あらかじめ業

務と運営費交付金との関係を示す必要がないた

め，実務的には簡便な方法であり，収益化の客観

性も保ちやすい点で優れている。しかし，業務が

未執行の場合でも経費節減の場合でも，すべて運

営費交付金債務として計上されるため，財務諸表

では，運営費交付金債務の発生原因が業務の後倒

しによるものか，経費削減によるものかの判断が

できない。また，運営費交付金は，繰越しが認め

られるとはいっても，制度設計上は，経費節減に

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

よる利益が経営努力と認定された場合にのみ翌年

度以降の使用を認めることとしており，当該年度

に行うべき業務に充てられた運営費交付金を無制

限に翌年度以降の別の業務に充当することまでは

認めていない。しかし，費用進行型では，経費削

減分が利益として計上されないことから目的積立

金の認定ができないため，経費削減が経営努力の

結果なのか，予算の見積差異など他の要因による

ものかの判断ができない。このように，費用進行

型では，財務諸表から運営費交付金債務の発生原

因を分析することができず財務内容の適切な評価

ができないほか，目的積立金の認定という独立行

政法人のインセンティブを高める制度が機能しな

い問題が生じる。このことは，エージェント理論

におけるモラル・ハザードを防ぐ手法も有効に機

能しないことを意味し，ネットワーク・ガパナン

スに変化をもたらすことは難しい。

2001年度に独立行政法人となった 57法人のう

ち，運営費交付金が交付されていない日本貿易保

険を除く 56法人について運営費交付金の収益化

の方法をみると，約9割に当たる 50法人が費用進

行型の方法のみを採用している (31)。これは，成果

の測定しにくい試験研究業務が多いことや従前と

同様の会計処理が維持できること等の事情による

ものと考えられる。しかし，費用進行型には，前

述のとおり財務内容の評価やインセンティブの向

上などの面から問題が多い。そこで他の収益化方

法の検討が必要と考えるが，成果進行型は，業務

ごとに成果の達成度を客観的に測定できることが

前提となるため，企業のようにすべての成果を貨

幣的尺度で示すことが困難な独立行政法人の業務

を成果進行で処理することは容易ではない。しか

し，成果の達成度の把握が困難な場合でも，例え

ば，業務実施の進捗状況を定量的に測定できる場

合には当該進捗状況をもって計測する方法や，当

該年度に予定されていた業務の 100%達成水準な

ら判定できる場合には，100%達成と判断された際

に予定額を全額収益化し，未達成ならば便宜上実

績コスト分を進捗状況とみなすという方法も考え

られている(問。運営費交付金の収益化方法の採用
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に当たっては，このような検討を踏まえて，業務・

経費の性質に最もあった方法を選択すべきであ

る。すべて成果進行型が相応しいとは限らない。

人件費や一般管理費は，時間の経過とともに着々

と執行されるので，成果進行型でなく期間進行型

でもよいと思われる。実際，これまで成果進行型

を採用した独立行政法人は，いずれもすべての経

費を成果進行型とはしておらず，複数の方法を併

用している(33)。

ただ，費用進行型が相応しいと判断した業務で

あっても，別途業務ごとに運営費交付金債務の発

生理由(効率化によるものか，業務未執行による

ものか，自己収入の増加によるものか，結果的に

そうなったのか等)とその金額をできるだけ具体

的に把握し，評価書等に明記するといった努力は

必要と考える。なぜなら，運営費交付金債務の分

析・把握がなされないまま，独立行政法人の単年

度評価が行われ，それが国の単年度予算の仕組み

と結びつけば，独立行政法人の自律的な業務運営

が妨げられる危険があるからである。表 1-2の

結果でも，評価委員会の業績評価が単年度評価に

もかかわらず，次年度の予算への反映が強く求め

られること」という回答が33.3%あった。確かに，

単年度評価の結果を次年度の予算編成に反映させ

ることは，行財政改革のスピードという点からは

重要である。しかし，運営費交付金債務の発生理

由が分析されないまま単年度評価が行われ，次年

度の予算編成において不必要な使い残しとして予

算額削減の理由付けに利用されれば，中期目標期

間を設定し，その期間内での予算執行の柔軟性を

意図した独立行政法人制度の趣旨は失われ，従来

同様の単年度主義に基づく年度内での不必要な執

行を繰り返す原因になる。

5 経営努力の認定の困難さ

表 1-2の結果では，経営努力による剰余金の

使途がほとんど認定されないこと」と回答した法

人が25.0%あった。通則法44条 3項の目的積立

金の経営努力の認定の考え方について，会計基準

第73のく参考〉によれば，①運営費交付金及び国
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又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以

外の収益から生じた利益は，経営努力により生じ

たものとする，②中期計画(年度計画)の記載内

容に照らして，本来行うべき業務を効率的に行っ

たために費用が減少し発生したものは，原則とし

て経営努力によるものとする，③その他独立行政

法人において経営努力によることを立証した場合

は，経営努力により生じたものとする，とされて

いる。 2001年度決算において，損益計算書上利益

を計上した独立行政法人は 52法人であり，その総

額は約499億円となっているが，目的積立金とし

て主務大臣の承認を受けたものは， 17法人総額で

約6億 100万円にすぎない(34)。しかも，経営努力

が認定された法人の大半は，自己収入等の外部資

金調達が当該年度計画の予定額より増加したこと

によるものであり，積極的な経営努力により経費

が節減されたと認定された独立行政法人は少な

い(問。そこで，筆者アンケートで，独立行政法人

側の経営努力が適切に認定されていると思うか」

と質問したところ， 36法人中，思う」と回答した

ところは 5法人 (13.9%)，'思わない」が15法人

(41. 7%)， '分からない・該当なし」が16法人

(44.4%)だった。経営努力の認定の仕方に疑問を

持っている独立行政法人が多いことが分かる。な

お，思う」と回答した 5法人は，いずれも 2001年

度に剰余金の使途が認められている独立行政法人

であった。次に，思わなし)J と回答した 15法人

にその理由を記述してもらったところJ運営費交

付金の収益化で費用進行基準を採用しており，経

営努力から生じた利益が反映されないJ'財務省で

の経営努力により生じた額の査定基準や認定の

ハードルがあいまいであるJ '経営努力は尺度に

よって変わるので，目的積立金を申請しても，見

解の相違で難しい面がある」といった理由が挙げ

られた。

目的積立金の申請の手続きは，独立行政法人が

自ら経営努力の根拠を示して主務大臣の承認を得

る仕組みとなっているが，承認の際に財務大臣と

協議をしなければならない。しかし，アンケート

の結果やヒアリングした独立行政法人の「経営努



力が認められるには，財務省に予算要求なみの費

目ごとに細分化された資料を提出し，どの部分の

経費が削減できたかを明確にしなければならな

い」という指摘からも分かるとおり，主務省庁側，

特に財務省が経営努力の認定に厳しい姿勢をとっ

ていることが伺える。そもそも，費用進行型を採っ

ている独立行政法人は，経費削減による利益は算

出されないので，効率化による経営努力は認めら

れない。しかし，成果進行型や期間進行型を採っ

ている独立行政法人であっても，発生した利益が

予算の見積差異ではなく，経営努力による効率化

によって生じたことが明確に立証できなければ，

目的積立金は認められないのである。

目的積立金の認定制度は，エージェント理論で

いうインセンティブ・システムを導入したもので，

独立行政法人制度のネットワーク・ガパナンスの

重要な柱である。しかし，少なくとも独立行政法

人からみた場合，予算を配分する主務省庁や財務

省との聞に経営努力に対する見解の相違があり，

有効に機能しているとは言い難い。確かに，独立

行政法人と主務省庁側の利害を一本化させること

は難しい。そして，主務省庁側が，コスト削減を

強調し，はじめから目的積立金の認定を原則認め

ない方針とするのなら問題である。その場合は，

独立行政法人自身にコスト意識は芽生えず，財務

運営において従来同様の収支均衡を求めることと

なる。ただ，あくまでも経営努力の立証は独立行

政法人側にあることから，認定の可否の判断要因

は，独立行政法人が作成した資料によるものであ

り，まずは，独立行政法人側が効率化の努力を証

明できるデータを提供することが前提となる。

それでは，少数ながら経費削減を経営努力とし

て認められた独立行政法人は，どのような工夫を

していたのか。経費節減による目的積立金が認め

られた財務省所管の酒類総合研究所では，積極的

な一般競争入札の導入などで物件費を節減した

が，特定の費目ごとに，予算を「数量×単価」で

分析していたので，数量の削減や単価引き下げが

経営努力として認められたとされる(問。何が原因

でコストを削減できたかを，単位当たりの数値を

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

もって証明できなければならないといえ，従来の

公会計にはない原価計算等の要素が求められる。

企業会計は，資産・負債状況といった業績を外

部に明らかにするために行われる財務会計と，内

部の意思決定や経営管理のために必要なデータを

つくりだす管理会計とに分けられる(3九コスト

データを集積する原価計算は，管理会計の手法の

一つである。独立行政法人会計では，財務諸表の

作成・公表により財務会計的取組みはなされてい

るが，管理会計的取組みは不十分なのが現状であ

る。筆者アンケートでも，独立行政法人の財務会

計について内部で検討すべき事項について任意で

質問したところ 2法人が管理会計的取組みと答

えている。管理会計的手法により，単位当たりの

コストを把握・分析できれば，どこの部分で経費

を削減できたかを具体的に数値をもって証明する

ことが可能となる。これにより，目的積立金の認

定制度が有効に機能するならば，主務省庁との

ネットワーク・ガパナンスに変化を及ぼすことと

なる。また，管理会計の利点は，将来への評価情

報を提供してくれることである。例えば，総務省

評価委の2001年度第1次意見 (2002年11月)で

は，複数の独立行政法人に対して，外部委託によ

る効率化の効果を厳格にとらえた評価の実施を求

めている。しかし，そのためには，当該業務を外

部委託した場合と独立行政法人が直接行った場合

とで人件費等の間接費も含めたコストを比較でき

る情報が必要となる。そこで，管理会計的子法に

より，業務ごとに間接費を含めたコストを把握で

きれば，外部委託と独立行政法人直営のいず、れが

効率的かの判断材料を提供してくれる。このよう

に独立行政法人においても，管理会計的取組みが，

新たなガパナンスの形成を補足する手段として重

要となってこよう。

第3節人事管理面の現実

少ない人事管理の情報開示

本節では，独立行政法人の人事管理面の実態を

みながら，独立行政法人内外のガパナンスに与え

る変化を検討してみたい。しかし，人事管理の実
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態は，独立行政法人評価をみても明らかになる情

報が少ない。各独立行政法人の中期計画では，そ

の他業務運営に関する重要事項の中で人事に関す

る計画が含まれており，その内容は，各独立行政

法人ごとに異なるものの，主に常勤職員数の抑制，

任期付研究員の採用，関係機関との人事交流の推

進，人員の適正な配置といった項目が挙げられて

いる。だが，府省評価委の評価は，主に当該計画

の実施状況の評価にとどまっているものが多い。

そこで，総務省評価委の2001年度第 2次意見

(2002年12月)では，中期目標の達成に向けた弾

力的な組織や役職員数の管理が適切に行われてい

るかとの観点から評価を行うこと，また，評価結

果の役職員への給与，人事等への反映状況につい

ても，実態を把握して評価を実施すべきことが指

摘されている。エージェント関係では，外部評価

者とデータの質的共有が求められる。独立行政法

人が，人事管理の実態をモニタリングできるよう

な情報を積極的に開示し，評価委員会との聞の情

報の非対称を軽減することが必要となる。ただ，

これまでも，退職公務員等の役員就任状況や役職

員の報酬・給与の支給基準については各独立行政

法人が公表しており，そこから実態がかいまみえ

る部分もある。以下では，それらの情報等から，

独立行政法人の人事管理における自律性を高める

ために導入された役員任期制と業務給与制に関す

る現状についてとり上げ，検討することとする。

2 役員の人事のガパナンスへの影響

独立行政法人制度では，機動的な組織編成や人

員配置，弾力的な財務運営を行うことから，法人

の長のトップマネージメント能力が欠かせない。

法人の長は，監事を除く他の役員や職員の任命も

行うため，その選任が極めて重要となる。通則法

20条では，法人の長の資格要件として，①当該独

立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知

識及び経験を有する者，②当該独立行政法人が行

う事務及び事業を適正かっ効率的に運営すること

ができる者のいずれかとされている。また，国会

でも「独立行政法人の長の選任においては，自律
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的，効率的な運営をするという制度の趣旨を踏ま

え，広く内外から適切な人材を得るように配慮す

ること」という附帯決議がなされている(3九

しかし，実際には，法人の長やその他の役員も

含め，外部から登用している独立行政法人は多い

とはいえない。 2002年9月1日現在の退職公務員

等の状況をみると， 59法人の役員278人のうち，

いわゆる天下りといわれる退職公務員が122人

(43.9%)，理事長・理事の多い常勤の役員に限れ

ば， 179人のうち退職公務員が103人(57.5%)を

占めている(問。常勤の役員全てが退職公務員であ

る法人も 18法人あった。また，外部登用役員でも

国立大学の退職者のような法令準拠主義になじん

できた者も多く，純粋の民間企業の出身者は少な

い。このような実態は，役員の高額の報酬や退職

金という点が注目されがちだが，法人のガパナン

スを考えた場合，次のことが指摘できる。

まず，経営マインドを持った役員が少ないため，

独立行政法人制度の民間的な経営手法を使いこな

せない。筆者アンケートでも，任意の記述で「理

事長・理事が国から横滑りのためマネジメントが

ない。経営能力を高めなければ，今後の移行法人

や国立大学法人経営も一部を除き，何ら変わらな

い組織体になるだけである」という意見があった。

退職公務員の中にも経営能力の高い人はいるであ

ろうが，相対的には，独立行政法人のガパナンス

に大きな変化は与えられないこととなる。

また，主務省庁との結びつきが人的な面まで加

わることにより，日常の業務がどうしても主務省

庁主導に陥りやすくなる。確かに，主務省庁から

の退職公務員が役員となることにより，主務省庁

との意思疎通が図れ，業務が円滑に執行できる側

面はある。反面，これにより主務省庁の立場が増

すこととなれば，ネットワーク・ガパナンスに変

化をもたらすことができないどころか，独立行政

法人の業務運営の自律性を低下させることとな

る。また，独立行政法人内部のガパナンスでも，

役員が主務省庁寄りの立場をとることで，国民に

近いところにいる現場の職員の意見が反映されな

ければ，行政サービスの質的低下の原因となる上，



職員のモチベーションの低下を招く可能性があ

る。

さらに，役員人事に関しては，役員の任期が，

独立行政法人の業務執行及びそれに伴う責任期間

の設定と一致していない問題がある。役員の任期

は，個別法で定められ独立行政法人によって異な

る。これを整理したのが表2である。これをみる

と，理事長の任期は中期目標期間の末日としてい

るところは， 2003年末までに独立行政法人化した

92法人のうち 7法人だけであり，そのほかは中期

目標期間とは関係なく 4年又は2年と定めている

独立行政法人が多い。しかし，法人の長である理

事長は，独立行政法人の業務運営の総括かつ最終

責任者であり，中期目標期間中の組織運営に当

たっては最後まで責任を持つべきである。特に，

中期目標期間の最終年には，事実上，次の中期目

標期間に向けて独立行政法人の業務や組織の見直

しが行われている。その時に，独立行政法人の業

務運営を総括してきた立場から多くの情報を持

ち，今後の独立行政法人の見直しの方向性につい

ても意見を有すべきはずの法人の長が交替してい

るのでは，あまりに不合理かつ無責任といえる。

中期目標の期間と理事長の任期は原則一致させる

独立行政法人の自律性と組織ガバナンス

べきである。また，会計監査の面からも，監事や

会計責任者が4月の人事異動で交替して，財務諸

表項目の監査や評価の時期に詳しい者がいない場

合が多く不適切といえる。これも人事のサイクル

が業務の執行・責任期間と一致しておらず，信頼

性の低下を招く例といえる。主務省庁と独立行政

法人の間で行われている人事交流についても，同

様の問題が起こり得る。ただ，独立行政法人の中

には，理事や監事の任期を理事長が定める期間と

定めているところもあり注目に値する。理事長の

マネジメントのもと，業務の執行・責任期間と一

致する任期の設定ができるからである。

X 効率理論では，身分保障期間の限定は，組

織行動者の独占的地位を排除することでX非効率

を軽減する手法と位置づけられる。役員任期制は

それに該当するが，そもそも任期中の業務の責任

が問われないのであればその効果は薄れる。株式

会社の場合，取締役の選任・解任は株主総会の権

限となっているため，経営陣の人事や責任の追及

が株主総会で最終的に決定される。このため，執

行と責任の期間が一致しやすい。独立行政法人に

おいては，そのような仕組みでない上，役員の任

期が独立行政法人の業務執行・責任の期間と一致

表2 中期目標期間と役員の任期

中期目標の 理事長(副理 理事・監事の 法人数 中期目標の 理事長(副理 理事・監事の 法人数

期間 事長含む)の 任期 期間 事長含む)の 任期

任期 任期

5年 中期目標の期 理事長が定め 3 4年 4年 2年 2 

聞の末日 る期間 2年 2年 2 

4年 2年 37 3年6月 中期目標の期 理事長が定め 1 

3年 3年 1 聞の末日 る期間

2年 2年 14 4年 2年 6(注)

4年9月 2年 2年 1 3年 4年 2年 1 

4年6月 中期目標の期 理事長が定め 3 

聞の末日 る期間
(注):理事長及び理事の任期が4年，監事の任期が

4年 2年 19 2年の法人を含む

2年 2年 2 

※2003年までに独立行政法人となった 92法人を対象

※太枠は，中期目標期間と理事長の任期が一致している法人数
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しない状況となれば，役員は，無難に任期を過ご

せば責任を問われることがないため，業務を推進

する方向ではなく消極的な守りの行動をとりやす

くなる。このことは，独立行政法人の説明責任の

質の低下を招き，ネットワーク・ガパナンスに変

化が与えられないほか，独立行政法人自身のモチ

ベーションの低下を招く要因になる。

3 業績給与制の空洞化

業績給与制については， X非効率を軽減する取

組みとしても活用できると述べたが，その実態は

どのようになっているのだろうか。

まず，役員報酬であるが，公務員制度改革大綱

II 3 (2)③イ及び特殊法人等整理合理化計画III3 (2) 

で，府省評価委の評価結果を，通則法の定めると

ころに従い報酬や役員人事に反映させるとされて

いる。そこで，各独立行政法人の役員報酬規程を

みると，評価結果を役員報酬にどう反映させるか

のルールが明確になっていないことが分かる。多

くの役員報酬規程では，特別手当の額について業

務実績に応じて増減できるという旨の規定がある

だけで，どういう評価結果の場合にどれだけ報酬

を増減するかの基準を明確にしていない。その中

で，経済産業省所管の 5法人だけは，業績給の規

定を設け，評価委員会の結果と報酬との関係の基

準を設定していた(4九ただ実際は，基準で報酬増

額が可能な評価結果を得た独立行政法人でも報酬

への反映は行われていない。その理由は，経済産

業省独立行政法人評価委員会から，実際の支給額

の決定には，評価指標や評価作業に試行的要素が

含まれていたことを踏まえ，各独立行政法人で適

切に判断されるべきという留意事項が付されてい

るほか，報酬増額に関する国民への説明責任が重

いことなどが挙げられる。確かに，役員が高額の

報酬を受け取っているとか，評価が甘いのではと

いう国民の批判もあり，基準で定めた割合値の妥

当性について改めて検討の余地があると考える。

しかし，基準を明確にしていることは，評価の公

正性の担保や国民への説明責任という観点から評

価できょう。
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次に，職員の給与への業績の反映であるが，こ

の実施には前提として，組織内部で個人の業績を

評価する仕組みとそれを適切に反映できる給与体

系の導入が必要である。個人の業績評価制度につ

いて， 2002年度の各府省評価委の単年度評価をみ

ると，主に試験研究機関の研究職員を中心に導入

されつつある。研究職の方が行政職に比べて，論

文数や特許数，学会の賞など客観的な目標設定や

成果測定がしやすいからと推測される。ただ r研

究評価が数量評価のみが対象となりがちな弊害を

チェックする仕組みの導入が必要Jr論文にならな

い業績への配慮」といった評価方法や，評価を処

遇へ反映するシステムについて課題も見受けられ

た。一方，個人評価を，試験研究機関以外で導入

しているところや，試験研究機関でも行政職の職

員に導入しているところは少なかった。

給与体系については，各独立行政法人の職員給

与規程の中の業績の反映に関する規定をみると，

特別昇給や勤勉手当に勤務成績を反映させる規定

はあるものの，国家公務員に適用される一般職の

職員の給与に関する法律(以下「給与法J)の規定

の内容と変わっていない独立行政法人がほとんど

である。これまで，国では，特別昇給は査定によ

り該当者を決めるのではなく年次順の先送りが大

部分であり，勤勉手当も成績率による格差配分を

ほとんど実施していなかったとされる (4九ただ，

表3のように，給与法と同様の規定を改め，職員

個人の業績評価を昇給や手当へ反映させることを

明記したり，勤勉手当を業績手当と位置付けると

ころもみられた。なお，公務員型と非公務員型を

比較した場合，公務員型でも弾力的な給与体系を

導入している法人がある反面，非公務員型でも給

与法と同様の給与体系になっている法人もあり，

各独立行政法人の取組み次第といえる。

業績給与制は，実効性のある個人評価制度とそ

れを反映させる給与体系が確立していなければ，

かえって職員のモチベーションの低下を招く危険

もある。また，日本の公務員の職場は，一般的に

大部屋主義と呼ばれ互いに協力し合う執務形態を

とってきたため，職員間競争を生じさせないこと
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表3 独立行政法人の職員給与規程における業績給与に係る規定の例

法人名 特別昇給に該当する規定 勤勉手当に該当する規定

物質・材料研究 該当基準を明記。(業務実績の向上，能率推 研究職は業績手当とする。

機構 進，発明考案，表彰等により職務上特に功 (業績手当基礎額の 60/100に前年の個人業
績があったとき等) 績に応じて理事長が定める額を加算)

農業・生物系特 (，一般職の職員の給与に関する法律」と同 特定幹部職員は，勤務成績及び研究管理職

定産業技術研究 様) 員業績評価の結果に応じて支給。

公 機構

務 産業技術総合研 理事長は，職員をその者の長期評価の結果 業績手当とし，短期評価の結果に基づき職

究所 に基づき，上位の級へ昇格，昇給させるこ 員の業績を処遇に反映させる。
員 とができる。

型 建築研究所 該当基準を具体的に明記。(勤務評定の結果 業績手当とし，成績率を明記。

上位の段階に決定され，かつ，執務に関連

してみられた職員の性格，能力及び適正が

優秀である場合等)

国立環境研究所 現に受けている号俸の 12号俸を上限とし 業績手当とする。

て昇給可。

教員研修セン 勤務成績が特に優秀及びセンターへの事業 勤務成績及びセンターへの事業計画の達成

ター 計画の達成に多大な貢献をした職員で理事 に対する貢献度に応じて支給。

非 長がその必要があると認めた職員に行う。 文科省評価委の業績評価の結果を勘案し，

公
理事長が職員の職務実績に応じ， 10/100の
範囲内で増減可。

務
経済産業研究所 勤務成績が特に良好であって理事長が必要 賞与とし，勤務成績を参酌して 0.8から

員 であると認める者は昇給。 1.2の範囲の聞の率を乗じて理事長が定め

型
た額。

日本貿易保険 (全ての)昇給は，職員各人の業績評価等に 賞与とし，職員各人の業績評価に応じた評

基づいて行う。

で執務のスムーズ化を確保してきた部分もある。

それゆえ，導入に慎重になることも理解できる。

しかし，インクリメンタリズムの終震により人員

の削減が求められている中，限られた人材という

資源をいかに有効に活用するか(X非効率の改善)

を考えることが大切になってきている。また，独

立行政法人でもグループ制が導入されるなど，個

人の責任が重視されつつある。その際，意欲的に

仕事に取り組んだり成果をあげた職員を，給与や

昇進の面で差別化できない制度のままでは，能力

開発や人材育成での積極的な動機付けは生まれ

ず， X非効率の改善は棚上げとなる。個人評価制

度や新たな給与体系は，全ての職員が満足のいく

ような制度設計や運用が難ししその安定，定着

までには試行錯誤をすることとなるかもしれな

価係数を乗じて算定。

い。しかし，まず取り組むことが大切であると考

える。産業技術総合研究所では，他の独立行政法

人に先駆けて新しい給与制度や個人評価の仕組み

を取り入れた。以下ではその取組みを紹介する。

4 産業技術総合研究所の取組み

産業技術総合研究所(以下「産総研J)は，鉱工

業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を

行っている職員数3干名余の最大の独立行政法人

である。通商産業省工業技術院から独立行政法人

に移行した際，大幅な組織再編が行われた(叫。そ

して，業績給与制に関しても，これまでの調整手

当，勤勉手当をなくし，俸給，職責給，業績給を

基本とする給与制度を導入した。また，評価プロ

セスによる職員の意欲向上，職員聞の意思疎通及
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び課題の認識を通じた組織全体のパフォーマンス

向上を目的として 1年毎の短期評価と，数年に

一度の長期評価を組み合わせた個人評価制度を導

入している。これは，研究職だけでなく行政職の

職員も含めて行われている。

短期評価は，組織としての目標をもとに毎年評

価者と被評価者が面談の上，個人としての年間目

標を設定し，年度終了時にその成果をA~Dの 4

段階で評価して翌年度の業績給に反映させるもの

である。業績給は，給与の1.4ヶ月分(2002年度)

を原資とし， 50%から 200%までの間で変動させ

る。長期評価は，昇格やキャリアパスに用いられ

るもので，短期評価の集積や本人のアピール等に

基づき，職務遂行能力を総合的に判断する。評価

の結果は，職員の研究・業務の実施における改善

点や今後の方向性を示すために本人に開示され

る。また，評価結果に不服がある場合は，理事長

の指定する者に不服申立が可能である。

2002年度は，業績給で150%以上の査定を受け

た者もいた。その一方，評価結果に対して不服申

立をした者もあった。担当者の話では，個人評価

制度は，始まってまだ2年余りで，評価者及び被

評価者を対象にアンケートを実施したり研修をす

るなどして，制度のレビュー・修正を行っている

という。また，評価基準は，論文数の偏重になら

ないように，産総研の成果への貢献を重視するこ

ととした。ただ，業績給の査定に当たっては，短

期評価を活用するにしても評価者の裁量の部分が

大きい。査定に当たってより明確な基準を示した

り，運用の実態を適宜モニタリングすることが今

後の課題といえよう。

産総研の取組みは，独立行政法人となったこと

を生かし，これまでの公務員制度ではできなかっ

た成果のあげた人に給与や昇進面で差別化を図る

ことのできる大胆な給与体系の改革と個人評価の

仕組みを取り入れたことに特徴がある。「評価の公

正な実施ができるのか」といった職員の意見も

あった(4九しかし，目標管理制度により個人の担

当と責任を明確にしたり，結果のフィードパック

や不服申立制度で職員に対するフォローを行う仕
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組みをとったことなど様々な工夫がみられる。一

般的に個人評価制度の定着には時聞がかかると言

われる。制度が修正・定着するにつれ，これまで

以上に職員の意識に変化が生まれ，意欲の向上に

結びつくことを期待したい。

第 4章 独立行政法人制度が有効に機能するため

の条件

第 l節中間的制度の見直しの必要性

前章では，独立行政法人の財務会計や人事管理

の実態をみながら，主務省庁と独立行政法人間の

ネットワーク・ガパナンスや独立行政法人内部の

ガパナンスの変化をみてきた。確かに，運営費交

付金の使途の弾力化など独立行政法人の業務運営

の自律性が高まった部分もあった。しかし，運営

費交付金の収益化，目的積立金の認定，役員任期

制，業績給与制の制度などは，実際に行われてい

なかったり，制度の企図した狙いと違う運用がな

されるなどにより，独立行政法人内外のガパナン

スに大きな変化を与えていないように思える。宮

脇淳(北海道大学大学院教授)は，この原因につ

いて，制度の理念と技術の二極分化による中間的

制度の見直しの遅れにあると指摘している(州。例

えば，財務会計面では，独立行政法人の予算編成

が従来の満足化原則と基本を同じにしていること

や，目的積立金の認定で独立行政法人の管理会計

的取組みが不十分のため経営努力を証明するデー

タが形成できないこと，人事管理面では，役員任

期制が従来の人事サイクルの枠組みと変わらない

ことや，業績給与制で個人を評価する仕組みが確

立されていないことなどが挙げられる。しかし，

こうした問題を放置すれば，制度の理念と技術論

が分離し，各組織が便宜主義的に行動することに

なる。独立行政法人制度は，エージェント理論や

X 効率理論における問題点を解消するための優

れたツールではあるが，それだけでは制度が企図

している理念は達成できない。官僚的な意思決定

プロセスの残る財務会計や人事管理におけるシス

テムを変え，理念と技術を結び、つける新たな中間



的制度を形成することが必要であり，それが触媒

の役割を果たすことで，新たなネットワーク・ガ

パナンスの形成がなされ，独立行政法人制度とい

うツーノレが有効に機能すると思われる。

第2節独立行政法人の改革グレード

また，宮脇教授は，改革プログラムには 4つの

グレードがあると指摘する (45)。第1グレードはコ

スト削減である。財政危機を背景としたコスト削

減を主軸とした改革で，肥大化した事業，人員・

組織のスリム化が中心的目標となる。第2グレー

ドは機構改革である。組織を分解して構成要素を

交換，変更することで組織としてのより高度な目

標達成を目指す取組みであり，政治的にインパク

トがある。第3グレードはプロセス改革である。

紙織をいかに機能させるかの改革で組織の行動メ

カニズムを見直す取組みである。ガパナンスの改

革はこの段階といえる。第4グレードは組織文化

の変革である。新しい組織の行動メカニズムが強

制されたものではなく，組織自体に同化し，かつ，

継続的な自己改革を遂げるまでの体質に至る理想

の段階である。

では，行政改革の一環として導入された独立行

政法人制度はどのグレードに位置付けられるであ

ろうか。これまでの状況をみると，NPM理論に基

づき国家行政のスリム化を図ったり，運営費交付

金を毎年1%減額するなどの運用で第1，第2グ

レードは進んでいるが，第3グレード以上は，中

間的制度の見直しが不十分ということもあり，途

中段階といえるのではないか。

特殊法人から移行した独立行政法人は，コスト

削減グレードの強化がより顕著になった。当初，

国の機関から分離した独立行政法人と同様に経費

の毎年度 1%減という目標が多かったが， 2003年

7月の特殊法人等改革推進本部参与会議の指摘や

それを受けた同年8月の石原行政改革担当大臣の

閣議発言で，中期目標期間中に 1割から 2割の経

費削減，さらに 9月の参与会議で，人件費や業

務の新規拡充に伴う費用も削減目標の対象とする

ことが指摘され，各法人は軒並み，一般管理費で

独立行政法人の自律性と組J織ガパナンス

10~25%，事業費で 3~20%の削減・効率化目標

が設定させられた(46)。しかし， トップダウンによ

り改革グレードをコスト削減にシフトさせるだけ

で，主務省庁とのネットワーク・ガパナンスや組

織内のガパナンスをそのまま放置すれば，独立行

政法人自体のモチベーションは低下し，収支均衡

や平均的なサービスの質を維持するだけの主体と

なる危険がある。この点 7月の参与会議では，

人事給与体系の改革や積立金の形成のあり方等法

人のインセンティプを高めるための仕組みを検討

すべきという独立行政法人のガパナンスの形成に

影響を与える視点の指摘も見受けられた。先に述

べた中間的制度の見直しゃ独立行政法人側の意見

を組み入れるボトムアップ型の思考で，固と独立

行政法人双方のモチベーションを高める制度設計

をして，プロセス改革，組織文化の変革のグレー

ドへの移行を目指すことが必要と考える。

第3節組織評価の重要性

独立行政法人内部のガパナンスを変えていくに

は，どのようなモニタリングを行二えばよいだろう

か。単に経費削減や人員削減について定量的な目

標を設定し，その達成度の評価を行うだけでは，

当面の行財政のスリム化は実現できるものの，施

策・事業の最適化や官僚的な意思決定プロセスの

見直しなど，ガパナンスそのものの改革には至ら

ない。この場合，先に述べたように，組織の機能

面，行動面を含め，組織活動全体について複数の

観点から評価する組織評価が重要と考える。例え

ば，業務の外部委託に関する目標が設定された場

合に，この目標を達成したとしても，組織の行動

様式が温存されたままであれば，業務の外部委託

によって活用されていない資源，すなわちX非効

率が組織内に拡大する結果となる。そこで，目標

の達成度を評価すると同時に，組織としての効率

性や有効性を評価することで，コスト削減レベル

の改革グレードを脱却することが可能となる。

また，独立行政法人は，単一組織の中で様々な

業務を行っている。そこで，そうした異質な業務

全体のガパナンスをいかに適切に機能させるかが
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課題となる。中期目標や中期計画をみると，各業 を高めつつ，より信頼性・実効性の高い評価とな

務についての目標が総花的に記載されている。例 り，組織全体のガパナンスを適切に機能させるこ

えば，博物館や美術館では，公衆への観覧という とができるのではないだろうか。

目標と並んで，所蔵品の収集・保管や調査研究と

いう目標が挙げられている。しかし，人気のある

所蔵品を展示し続げて来館者を増やし，公衆の満

足度や自己収入の増加を追求すると，所蔵品の劣

化や研究調査の遅れが生じる可能性もある。評価

には，それぞれの業務評価を全体としてどの程度

重視するかという規範的側面と，業務の評価項目

を測定し数値化する客観的側面がある。上のよう

なトレードオフの問題に対処するためには，客観

的側面から個々の業務を評価するだけでは不十分

であり，独立行政法人としてどの分野に力を注ぐ

のか，成果についても質を重視するのかスピード

を重視するのかといった評価の規範的側面を重視

し，事業や分野ごとのウエイトや優先順位を考慮

した戦略的な目標を設定して，これをもとに評価

することが必要と考える。

国の機関から分離した先行独立行政法人の中期

目標や中期計画をみたところ，各々の目標につい

て取り組むべきウエイトを明示しているところは

なかった。しかしながら，評価の段階においては，

経済産業省独立行政法人評価委員会工業所有権総

合情報館分科会で，評価の項目を大きく 4つに分

け，国民に対して提供するサービスや業務の質

(70%)，業務運営の効率化(15%)，財務内容

(10%) ，アウトカム (5%)と評価ウエイトを定

め，対国民へのサービス向上に最も重点を置いて

評価する仕組みが実施されている。農林水産省独

立行政法人評価委員会の農業技術分科会や水産分

科会でも，評価に際してウエイトを明示する方法

を採用していた。このような評価は，業務の束す

なわち組織全体が評価を受けられるように，個別

業務聞の重要度について明示して評価しており，

評価をより信頼性と実効性のあるものにすると考

える。これからは，独立行政法人自らが中期計画

や年度計画の中で取り組むべき目標のウエイトを

示した上で，そのウエイトについて評価委員会が

評価を行うこととすれば，独立行政法人の自律性
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第5章 地方自治体の独立行政法人制度の活用

2003年8月に地方独立行政法人法が成立した

(施行は 2004年4月)。法律が制定されたことによ

り，地方自治体においても独立行政法人化の議論

が現実味を帯びてきている。

以下では，地方独立行政法人制度の概要を整理

した上で，これまでみてきた国の独立行政法人に

おける課題を踏まえつつ，制度導入に当たっての

留意点や制度の考え方の地方自治体への応用など

を検討することで，本論文のまとめとしたい。

第 l節地方独立行政法人制度の概要

地方独立行政法人法をみると，国の通則法と制

度の基本理念に根本的な違いはない。しかし，地

方独立行政法人制度固有の部分もみられる。第一

に，対象業務の範囲が，①試験研究，②大学の設

置・管理，③公営企業に相当する事業の経営，④

社会福祉事業の経営，⑤その他の公共的な施設で

政令で定めるものの設置・管理の五つに限定され

ている (21条)ことである。第二に，大学及び公

営事業については特例が整備されている (68~87

条)ことである。大学については，国の場合は国

立大学法人法が別途制定されており，それに準じ

て公立大学にも必要な特例を設けたものであり，

公営企業については，既に地方公営企業法で独立

採算を基本としていること等から，一般の地方独

立行政法人と異なった枠組みを設けたものであ

る。第三に，一定の重要事項について議会の関与

がある (25条3項， 28条5項等)ことである。こ

れは，議員内閣制を採る国の場合と異なり，地方

公共団体は二元代表制を採用しており，地方議会

が執行機関に対して関与・監視の機能を有するこ

とを踏まえ，一定の関与を認めたものである。例

えば，設立団体の長は，中期目標の設定に議会の

議決を経ること，評価結果を議会に報告すること，



重要な財産の処分や料金徴収の上限について議会

の議決を経ることとされている O 第四に，一定の

事項には，国文は都道府県の関与がある(7条，

92条1項等)ことである。例えば，地方公共団体

が地方独立行政法人の設置や解散をしようとする

ときは，総務大臣や都道府県知事の認可が必要と

なる。また，総務大臣や都道府県知事は，地方独

立行政法人に対する報告徴収権，立入検査権，違

法行為等の是正命令権が付与されている。第五に，

評価委員会の組織・業務については，地域の実情

に応じて条例で柔軟に対応できる (11条3項)こ

とである。国の場合，主務省庁と総務省による二

重評価になっていたが，地方公共団体の場合，規

模の相違や行政組織のあり方の相違から必ずしも

二重評価の必要はなく，これまで行っていた行政

評価と組み合わせることもできる。第六に，複数

の地方公共団体が地方独立行政法人を共同で設立

することが可能な点である(6条3項， 90条)。こ

れは，地方公共団体の場合，団体が異なれば全く

同種の事務事業を行うことがあり得ることによ

る。

第2節地方独立行政法人制度導入に当たっての

留意点

前節では，地方独立行政法人制度について，国

の独立行政法人制度との相違という観点から概要

をみてきたが，これを踏まえ，制度の導入を検討

するに当たり，どのような点に留意すべきだろう

か。検討する業務内容によっても異なるが，全体

としては，以下のことが考えられよう。

第一に，導入自体が目的化しないようにするこ

とである。地方独立行政法人制度は，地方自治体

が行政サービスを提供するに当たって，機動的，

戦略的に対応するためのツールを付与するものと

位置付けられ(47)，地方自治体は，新たな行政ツー

ルを得ることとなった。しかし，制度導入の検討

に当たっては，対象の業務や組織が地方自治体と

して必要か否かを検討することが前提となる。地

方自治体は，既に事務事業等の評価を行っている

ところが多いので，それを活用することもー案で

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

ある。また，必要と判断された場合には行政ツー

ルの選択を行うこととなるが，機動的，戦略的に

対応するためのツールとしては，民営化や民問委

託など他の選択肢も考えられる。業務や組織の廃

止・民営化を避けるため，安易に地方独立行政法

人制度を用いることは避けなければならない。

特に，公営企業については，実施している業務

が民間企業が実施可能な領域も多くある上，既に

企業会計的手法や独立採算の原則を採用してお

り，自律的・効率的な運営を行うには，民営化と

いう選択肢も十分に考えられる。思うに，公営企

業については，まず民営化を考えた上で，その地

域にとっての必要性，民営化した場合の撤退の可

能性，現在の経営状況などを考慮した上で，即座

に民営化することが不適切と判断した場合に，次

善の策として，当面の経営改善やサービス提供手

法の自由度を高める手段として，地方独立行政法

人化を検討すべきであろう。

第二に，規模のメリット・デメリットを考える

必要がある。例えば，地方自治体の試験研究機関

は，同種の業務を行う国の独立行政法人と比較し

て予算，人員などの規模が小さく，単独で独立行

政法人化しでも「法人の長の裁量が少ないJ '法人

単位で理事の報酬や新たな経費がかかるため，全

体として効率化に結びつかないJ'中期計画作成や

評価等の業務に当たり，職員体制に限界がある」

など独立行政法人化のメリットが発揮されない可

能性が考えられる。神奈川県自治総合研究セン

ターの研究チームでは，その改善の一つの方策と

して，機関の統合によるシミュレーションを行い，

そのメリット，デメリットを表4のとおり整理し

ている。

これをみると，スケールメリットの増加や運営

の効率化が図られる反面，組織のガパナンスが機

能しづらくなることが分かる。特に，統合により

組織内の事業の多元化が進んだ場合は， X非効率

が深刻化しやすい要因となるほか，評価項目も多

岐にわたるため，組織としての総合的な評価が困

難になる。小規模な機関の独立行政法人化に当

たっては，統合によるスケールメリットの効果を
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表4 機関統合による地方独立行政法人化のメリット・デメリット

メリット -統合により，予算，人員等の規模が大きくなり，法人の長の裁量の余地が大きくなる。(スケー

ルメリットの増加)

-統合により，現在の組織の枠を超えた異動を行うことや，部局を超えたプロジェクトチームを

編成して組むことが可能となり，従来困難であった部局横断的な行政課題への対応が可能とな

る。

-組織の統合により，管理，経理，人事，事業等の組織運営の効率化が図れる O

-組織の統合により，機関単位で発生していた法人の長等の報酬，役員室新設，顧問弁護士料，

監査報酬等の新たな経費が節約できる。

デメリット -異なる分野を統合した組織の評価手法が確立されていない。

-統合により組織が大きくなりすぎると，法人の長のマネジメントが末端の職員まで届きにくく

なる。(組織管理がしづらくなる。)

-部局横断的な県機関の統合は，政策の母体である本課も複数にまたがることとなるので，評価

や予算要求の際など，本庁のどこの部局が所管するかによって円滑な運用がしづらくなる。

(出所) ，神奈川県における独立行政法人制度J (神奈川県自治総合研究センター・ 2003年)53頁

目指すことは重要だが，あくまでも適切な業務の

まとまりや規模の範囲とし，組織の肥大化を招か

ないように留意する必要がある。なお，同研究チー

ムの報告書では，独立行政法人に本部機能を設置

し，中期計画の策定，評価などの調整，交渉能力

にすぐれた専任の者の配置が望ましいことや，本

庁に各部局と調整し一括して独立行政法人と対応

を行う窓口の部局を設置することが必要なことも

指摘している(4%また，規模のメリットを生かし

つつ組織内の事業の多元化を避けるには，同種の

業務について，複数の地方公共団体が共同で独立

行政法人を設立することも一つの方法だろう。

第三に，国の独立行政法人と比べて，議会や住

民との関わりが大きいことを踏まえる必要があ

る。国の場合，国会の関与は公務員型の法人の常

勤職員数の報告を徴するのみである。また，顧客

に直接サービスを提供する業務も少ない。そのた

め，評価委員会や外部監査人等の第三者は存在す

るものの，主務大臣と独立行政法人という行政内

部の二者聞のプリンシパル・エージェント関係を

中心に，ガパナンスの問題を考えてきたところが

ある。しかし，地方独立行政法人では，法制度上，

中期目標の設定における議会の議決や評価の議会

への報告など，地方公共団体を通じて議会との関

わりが強くなっている。また，対象業務も，公営

企業や社会福祉事業の経営など，直接顧客にサー
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ビスを提供するものが多く，地域住民との関わり

が強い。このことを踏まえると，地方独立行政法

人の場合，議会や住民の存在を軽視できず，地方

公共団体の長と地方独立行政法人という行政内部

の二者聞のネットワーク・ガパナンスだけで考え

るのは望ましいとはいえない。地方公共団体の長

や地方独立行政法人が，目標の設定や評価に当た

り，議会や住民にできるだけ情報を提供し，民主

的統制度を高める必要がある。住民に対しては，

パブリック・コメント等で意見を聞くことも一つ

の方法である。また，議会も，行政の情報を鵜呑

みにするのではなく，その情報を分析して質疑を

活発化させるなど監視機能を高めることで，行政

との緊張感を高めていかなければならないだろ

フ。

第四に，制度を導入するだけでは，単なる組織

形態の変更にとどまることを認識すべきである。

制度に組み込まれた機能を，ガパナンスの変革に

どのように生かし得るかとの観点で議論されなけ

ればならない。そのためには，地方自治体の場合

においても，固と同様，中間的制度の見直し，す

なわち財務会計や人事管理におけるプロセスや官

僚的な行動様式をどう改めるかが重要になる。財

務会計では，中期の期間を設定したことを生かせ

るような予算編成の仕組みゃ，経営努力が立証で

きる情報を提供する管理会計的取組みなどが必要



となる。人事管理では，執行・責任と一致した人

事サイクルの形成や業績給与制が機能するような

給与体系・個人評価制度の確立などが必要となる。

なお，地方独立行政法人法をみると，理事長を含

め役員の任期は 4年以内において定款で定める期

間とされ(15条)，中期目標期間が5年の場合に

は，当該期間と理事長の任期を一致させることが

できない。このような制限は設けるべきでなかっ

たと考える。

第3節独立行政法人制度の考え方の地方自治体

への応用

地方独立行政法人制度は，対象業務に限定があ

り，地方自治体のすべての執行部門にそのまま適

用することはできない。しかし，制度で導入され

た目標管理と評価という思考法や，財務会計や人

事管理の仕組みは，独立行政法人化しない場合で

も，地方自治体やその外郭組織のマネジメントの

手法として応用できると考える。本節では，この

うち地方自治体の財務会計制度への応用につい

て，実例をみながら検討していきたい。

独立行政法人の財務会計制度を地方自治体に応

用する場合には，次の手順が考えられる。まず，

各事業部に権限を可能な限り委譲し，その担当業

務に関する中期計画や年度計画を作成する。そし

て，これらの計画に基づく予算配分と評価を実施

する。予算が配分された時点では，各事業部の負

債に計上する。そして，行政サービスの水準をど

の程度充足したかに応じて負債を収益化する。予

算額を残しつつ，計画の目標水準を達成している

場合には，負債はすべて収益化されるものの，現

金は事業部の手元に残る結果となる。これは事業

部内の裁量で他の施策等に活用する原資にできる

とすることで，事業部の経営努力のインセンティ

プを確保する。また，総務・財務などの間接部門

の経費も各事業部へ原価配分することにより，こ

れまで認識できなかったコストが把握され，職員

のコスト意識の向上に結びっくことが期待でき

る。

もちろん，上記のような仕組みを導入するには，

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

公会計制度自体の見直しゃ管理会計的取組みが必

要となる。早急に実現することは困難だろうが，

財務情報の質を改革する上では重要な課題といえ

よう。ただ，各事業部に予算に係る権限を委譲し

たり，インセンティプをイ寸与するという発想、は，

現行の公会計制度の中でも取り入れることが可能

であり，先進的な取組みを行っている地方自治体

もある。群馬県では， 2003年度予算から，予算編

成過程を，従来の要求・査定方式から，事業を実

施する各部局長のマネジメントの下に主体的な予

算編成をすることとした。予算編成本部が部局ご

とに一般財源配分を行い，各部局は，その範囲内

で事業の新設・廃止等ができることとしてい

る(州。静同県浜松市では， 2002年度から「予算を

活かすインセンティプ」方式を導入した。これは，

創意工夫の予算執行で経費を節減させ，節減額の

一部を事務事業の財源として各部局に配分するこ

とにより，事務事業の見直しゃ職員の意識改革を

図るものである (5ヘ
以下では，このような取組みの中から，東京都

足立区が2003年度予算から開始した「包括予算制

度」について見てみたい(51)。この制度は，独立行

政法人の財務会計の運用の問題を考える上でも参

考になる点があると思われるからである。

包括予算制度とは，各事業部に予算枠を配分し，

枠の範囲内で予算を編成する制度である。三重県

や福岡県でも導入されているが，足立区の場合，

予算枠の配分に留まることなし職員定数や行政

評価も含めたことに特徴がある。これにより，予

算の査定や執行の権限が大幅に各部の長に委譲さ

れ，その決定は，各部の判断と責任により行われ

る。このことが，区民により近い部を自律的組織

へと転換させ，創意工夫による区民サービスの更

なる向上を目指すこととなる。

足立区の制度では，区のすべての事業を投資的

経費と経常的経費に分け，人件費を含む経常的経

費について各部に財源を配分している。これは一

般財源の8割に当たる。予算編成過程では，人件

費を事業費に振り替えることも可能である。また，

予算の編成だけでなく，執行段階における流用に
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ついての権限も各部の長に委譲している。従来は

財政課への協議が必要だ、ったが，これを各部長の

判断で省略することを認めており，予算反映まで

の時間短縮が図れるようになった。これにより，

財政課の仕事は事前の査定から事後の評価へと変

化しつつある。

国の独立行政法人では，予算を定める中期計画

を主務大臣が認可するに当たって，財務大臣との

協議が必要であるが，主務省庁に予算編成の権限

が委譲されていないため，財務省の関与は依然大

きいものがある。国では，経済財政諮問会議での

予算における新たな手法の議論を踏まえ，予算執

行の複数年度化や府省横断的な予算編成といった

取組みを始めたが，今後は，主務省庁にできるだ

け予算編成の権限を委譲することにも焦点を当て

るべきである。独立行政法人の事業をよく知り，

中期目標の作成や中期計画の認可を行う主務大臣

の裁量で，独立行政法人に対する予算を配分でき

ることで，財務省の査定によって主務省庁の思惑

とは異なるところで予算が切られることもなくな

り，独立行政法人にとってもモチベーションが高

まりやすくなるからである。地方独立行政法人も，

実務上は，これまで地方独立行政法人の業務を所

管していた各部局をとおして中期計画の作成や予

算要求をすることになると思われるので，地方独

立行政法人の事業内容をよく知っている各部局に

予算編成の権限があった方が，適切な予算配分が

できると考える。このように，地方独立行政法人

化は，予算制度改革と連動することでよりメリッ

トが発揮されるのではないだろうか。

足立区の包括予算制度のもう一つの特徴は，決

算で実質収支を黒字にできれば，その 2分の 1は

区の基金に積み立てるが，残る 2分の 1は各部の

判断で翌年度以降の予算編成枠に加算できる仕組

みを導入していることである。このように一定の

還元割合が示されることで，各部にとってインセ

ンティブとして機能し，自律性の発揮を促すこと

になる。ただ，経費節減の理由を問わず一律にイ

ンセンティブを認めていることで，各部の事業内

容によって有利・不利が発生するという問題も生

じている。例えば，土木部のように多くの契約が

ある部では多額の契約差金が発生するが，衛生部

のように法律に基づく事業が多い部では効率化の

余地が少ない。この点，浜松市の方式では，表5

表5 I予算を活かすインセンティブ」浜松方式の評価基準(歳出)

区分 評 価 基 準 インセンティブ付与額

創意工夫型 予算執行段階で，業務実施方法の見直しなど，主管部局の創意工

夫により予算の節減を行ったもの

(1) 類似例の少ない，自治体では先進的な取り組みと評価でき 節減額の 10/10以内相当額を
るもの 予算額に追加

(2) 他の事業に及ぼす影響が大きく，市全体としての成果が著

しく期待できるもの

(3) 今後，当該事業及び他の事業の効率化，合理化に大きな効

果があると認められるもの

(4) 他の事業に対し，事務の改善，効率化の点で範となると認

められるもの

(5) 将来，事業の効率化，合理化に効果が期待されるもの

(6) 他の先進的な事例を積極的に取り入れ，事業執行の改善に

取り組んだもの

(7) 予算執行の節減努力が認められるもの 節減額の 1/3以内相当額を予

算額に追加

結果型 予算を執行した結果，節減額が生じた場合 節減額の 10/10以内相当額を

当初予算要求枠に追加

(出所) 浜松市ホームページ「予算を活かすインセンティブ」浜松方式について
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のように節減努力を審査する評価基準を具体的に

設けており，注目に値する。岡市では，節減内容

を創意工夫型と結果型に分類した。結果型は，工

事や委託契約の入札の結果経費が節減されたもの

で，節減額は次年度の予算要求の際，各部局の要

求枠への上乗せが認められるが査定の対象とな

る。一方，創意工夫型は，それ以外の効率的実施

や仕様の見直しなどによる効果で，特段の理由な

い限り，各部局の予算要求どおりとする。つまり，

創意工夫型の方に強いインセンティプが設定され

るような工夫がなされている。

国の独立行政法人では，これらの制度と類似す

る経営努力による剰余金の使途認定制度が，独立

行政法人の管理会計的取組みが不十分のため経営

努力を証明できず，インセンティブ・システムが

有効に機能していないことを指摘した。地方独立

行政法人も同様の制度があり，管理会計プロセス

の構築が望ましい。だが，その構築が不十分な中

でインセンティブ・システムが機能するためには，

足立区のように 2分の lとは言わないまでも利

益の一定割合を経営努力として認定すること，さ

らに進めて，浜松市のように，どのような場合に

経営努力が認定されるかという評価基準をあらか

じめ具体的に決めておくことは，努力の証明をし

やすくする点で有効な方法といえる。さらに，地

方独立行政法人と地方自治体との間で生じやすい

経営努力に関する見解の違いを抑制するという点

でも効果が期待できるのではないだ、ろうか。

おわりに

本論文では，独立行政法人の自律性とガパナン

スの問題について論じてきた。まず，国の独立行

政法人制度は，法人経営の効率性・有効性を高め

ることと，業務の公共性を保つことを両立させる

仕組みとして，事後統制の重視，運営費交付金の

使途の弾力化など，法人の自律性を尊重しつつ，

新たなネットワーク・ガパナンスを形成するため

の様々な制度上の工夫がなされていると述べた。

しかし，実際には，組織ガパナンスの中核を形成

独立行政法人の自律性と組織ガパナンス

する財務と人事の面においても，独立行政法人制

度が企図している理念のように機能していない部

分が多いことをアンケートやヒアリングを基に検

証した。その要因として，官僚的な意思決定プロ

セスの残る中間的制度の見直しの遅れがあげら

れ，これらの改善を図ることや評価の手法として

組織評価を重視すべきことを指摘した。最後に，

地方自治体における独立行政法人制度の導入につ

いて，国の制度と比較しながらその留意点に触れ

た上で，独立行政法人制度の考え方は法人化とい

う組織改革を伴わなくても応用可能なことを論じ

た。

ただ，独立行政法人制度については，次に述べ

るとおり，ここで検討しなかった課題も依然とし

て残されている。

第一に，本論文では，基本的に現行の独立行政

法人制度を是として検討を進めてきた。しかし，

第2章で述べたとおり，現行の制度自体に問題が

ある部分もある。特に行政法の分野からは，これ

以外にも独立行政法人制度について様々な問題点

が指摘されると思われるが，その点については他

に文献も多いので，そちらに譲りたい。

第二に，本論文では，主に国の機関から分離し

た先行独立行政法人について取り上げてきた。し

かし，特殊法人の独立行政法人化もスタートし，

今後は，国立大学や病院など様々な形態の組織が

独立行政法人となる。これらの組織は，組織内に

多種の業務を抱えている上，授業料や病院収入，

長期借入金など多彩な異なる性格を持つ資金が流

れ込んでいる。また，主務省庁の関与の度合いに

も差があり，先行独立行政法人と同じように独立

行政法人の問題を論じることは難しいと考えられ

る。地方独立行政法人も，多様な業務が対象となっ

ており，同様のことがいえる。

第三に，地方分権の推進が大きな目標課題と

なっている中，独立行政法人制度を地方分権との

関係でどう位置づけるかが重要になると考えられ

る。独立行政法人制度は，企画立案部門と執行部

門を分離し，行政サービスの受け手である国民に

近い執行部門に権限と責任を委譲するという分権
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的な思想、が基本にある。しかし，地方分権も，行

政サービスの受け手である国民に近い組織に権限

と責任を委譲するという分権的な思想であり，そ

の点では共通しているといえる。そこで，行政サー

ビスの消費者の最も近い位置に権限を下ろすので

あれば，独立行政法人を国の所管におく必然性は

乏しし地方自治体に所管を委譲することも検討

すべきであろう。

このように，独立行政法人制度は，完全なもの

ではなしまた，多様な行政組織が法人化される

ことや地方分権との関係から，その位置づけも複

雑化しつつある。独立行政法人制度は，まだ発展

途上の段階であるといえるのかもしれない。今後

の独立行政法人制度の動向に注目していきたい。
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法人評価年報平成 14 年度版~ (総務省政策評
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(同規程4条 3項)。

則前掲注(20)52~54 頁。

仰) 工業技術院の 15の研究所を一つに統合し，約

60の研究ユニットに再編した。また，理事長を

トップとする理事会のもとに企画本部や評価部

等の研究関連・管理部門を設置した。

仰) 松井安俊「独立行政法人の一年一一産業技術

総合研究所の現場から一一J W異議あり新しい

「国立大学法人J 像~ (日本科学者会議・2002年)

71頁。

倒 WPHP政策研究レポート (No. 72) ~ (PHP総

合研究所・ 2003年) 3頁以下。

間宮脇・前掲注(8)78~81 頁。
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側特殊法人等改革推進本部事務局から 2003年

10月7日に公表された「新独立行政法人の中期

目標等における削減・効率化目標」の一覧表を

参照。なお，一般管理費の削減率には，退職手

当や人件費が除かれている独立行政法人もあ

る。

仰) i地方独立行政法人制度の導入に関する研究

会報告書J (総務省・ 2002年) 3頁。

(48) w神奈川県における独立行政法人制度」・前掲

注(15)54頁。

側群馬県ホームページ「群馬県平成 15年度当初

予算の編成についてJhttp://www.pref.gunma. 

jp/ a/04/ seisaku/h15housin.htm， i変わる予算

制度JW会計検査情報 No.2500~ (官公庁通信社・

2003年)。

(50) 浜松市ホームページii予算を活かすインセン

ティブ方式」浜松方式についてJhttp://www. 

city.hamamatsu.shizuoka.jp/ admin/ info/ 
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inse/inse1.htm， i予算を活かすインセンティブ

方式JW地方自治職員研修臨時増刊 No.73~(公職

研・ 2003年) 165~171 頁。

(51)参考にした文献・資料として足立区ホーム

ページ「平成 15年度予算より包括予算制度を実

施しておりますJ http://www.city.adachi. 

tokyo.jp/ addir23/houkatsu-yosan/ gaiyou. 

htm， i包括予算制度の導入JW地方自治職員研修

臨時増刊 No.73~ ・前掲注(50)172~176頁 i変わ

る予算制度」・前掲注側。

最後に，本論文の作成に当たり，ヒアリングや

アンケートにご協力いただいた各独立行政法人や

監査法人の関係者の皆様に，この場を借りて心よ

りお礼申し上げます。

(ながしま まさみ北海道総務部)
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